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第４２回守口市子ども・子育て会議 

開催日時 令和６年１１月５日（火）午後３時００分～午後６時００分 

開催場所 守口市役所４階 行政会議室 

案  件 

（１）開会 

（２）議題 

   「（仮称）守口市こども計画」素案について 

（３）閉会  

出 席 者 

○出席委員（９名） 

久保田 健一郎           永井 由惠 

鎌田 英里             横山 美香 

森 滝子              邨橋 雅廣 

東 英子              芹井 祐文 

津嶋 恭太              

 

 

○事務局（１０名）  

こども部部長             田中 

こども部次長             西川 

子育て支援政策課 課長        大下 

子育て支援政策課 課長代理      津田 

こども施設課 課長代理        望月 

こども施設課 主任          松本 

子育て支援政策課           林田 

                   飯田 

こども家庭センター センター長    福前 

こども家庭センター 課長代理     宮崎 

委託事業者 
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○久保田委員  それでは、定刻になりましたので、第４２回守口市子ども・子育て会議を開会させて

いただきます。 

 まず、本日の出席委員数について、事務局に報告を求めます。 

○事務局  本日の出席委員は、定数１４名中、８名でございます。 

 なお、本日東につきましては、業務の都合上、遅れての参加となる旨連絡をいただいております。 

○久保田委員  ただいま事務局より報告がありましたとおり、守口市子ども・子育て会議条例第６条

第２項の規定に基づき、定足数に達しておりますので、会議は成立しております。 

 次に、本日の会議資料について事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  本日の資料でございますけれども、印刷機の不調によって一部資料に汚れがございまして

大変申し訳ないですが、御了承お願いいたします。 

 それでは、本日の会議資料について説明させていただきます。 

 まず、【資料１】守口市子ども計画の構成。 

 次に、【資料２】第１章 計画の概要。 

 次に、【資料３】第２章 守口市子どもと家庭環境を取り巻く現状。 

 次に、【資料４】第３章 第二期計画の評価と課題 

 次に、【資料５】第６章 子ども・子育て支援事業計画です。 

 資料の一部に軽微な修正がございましたので、本日配付資料において修正させていただいておりま

す。大変失礼いたしました。 

 また、当日配付の資料としまして、参考資料の３点を配付いたしております。 

 【参考資料１】量の見込みの計算方法について。 

 【参考資料２】にじいろ認定こども園の民間移管について。 

 【参考資料３】守口市立児童センターのあり方について。 

 以上でございます。 

○久保田委員  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から資料の説明がありましたので、各自資料の御確認をお願いします。過不足などご

ざいませんでしょうか。大丈夫ですかね。 

 それでは不足などはないようですので、早速本日の議題に入らせていただきます。 

 本日の議題は、次第に記載しているとおりです。 

 議題としては「（仮称）守口市こども計画」の素案についての１つしかございませんが、内容が多い

ので、１章ごとに区切って審議を進めたいと思います。 

 本日検討するのは、第１章から第３章と第６章の部分になります。 

 第６章が、子ども子育て計画に関する部分となっており、議論に時間を割くべき箇所かと思います。

限られた時間ではございますので、一定の時間を目途に区切らせていただきます。御協力よろしくお願

いします。 

 それでは、まず１つ目「第１計画の概要」について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局  それでは、守口市子ども計画（素案）の「第一章 計画の概要」について説明させていた

だきます前に、守口市こども計画の全体の構成について説明いたします。 

 資料１「守口市こども計画の構成」を御覧ください。 

 今回作成するこども計画については、前回全体の骨子案を提示させていただきましたが、「第１章 

計画の概要」にて概要を記載、「第２章 守口市の子どもと子育て環境を取り巻く現状」及び「第３章 

現行計画の評価と課題」にて、現状・課題の整理を記載、「第４章 計画の基本的な考え方」「第５章 
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施策目標別の展開」「第６章 子ども・子育て支援事業計画」にて、今後の方向性と具体的な取組を記

載、最後に「第７章 計画の推進に向けて」にて推進体制を記載するという構成で作成いたします。 

 それでは、「第１章 計画の概要」について説明させていただきます。 

 資料２ 「第１章 計画の概要」を御覧ください。 

 １．計画策定の背景と趣旨から説明いたします。 

 （１）計画策定の背景ですが、国の大きな動向やこども計画の法的な位置づけについて記載しており

ます。 

 （２）計画策定の趣旨では、本市における守口市こども計画の位置づけについて記載しております。

今回の守口市こども計画については、今まで作成しておりました、子ども・子育て支援事業計画や貧困

対策推進計画を内包する計画として作成をいたします。 

 ２．国のこども政策の動向では、表題どおり、国の動向や大阪府の動向をまとめたものとなっており

ます。 

 ３．計画の位置づけと期間についてです。 

 （１）計画の位置づけについてです。守口市こども計画については、市町村こども計画として策定し

ます。また、本計画は子ども子育て支援事業計画や市町村行動計画等を含んだ計画として策定を予定し

ております。 

 また、次の、（２）ほかの計画との関係については、図表のとおりとなっております。 

 （３）計画の期間についてでございますが、本計画につきましては、令和７年度から令和１１年度の

５年間の計画として策定します。 

 また、第二期子ども子育て支援事業計画及び貧困対策推進計画の終期が令和６年度となっております

ので、先ほど説明申し上げましたとおり、本こども計画に包含する形での策定となっております。 

 第１章については、以上です。 

○久保田委員  ありがとうございました。 

 委員の皆さんは、何か御意見などありますか。 

 最初僕のほうからよろしいですかね。「子供」の表記ですけど、どうしますかね。結構、子供の

「子」を平仮名にしている自治体が多く、一応こども家庭庁のほうだと平仮名表記ってなってて。法律

以外は、もう全部平仮名の「こ」にしちゃってる自治体も多いかなと思うんですけど。 

○邨橋委員  私は、子供の「子」、漢字を使ったほうがいいと思います。というのは、「子」と「子

ども」の子とが比較、分かりづらいので。 

○久保田委員  はい、はい。 

 最初ぱっと思って。結構他市だともうあれなんです。結構平仮名にしてるところが多いような気はし

ます。でも、もちろん邨橋先生おっしゃったように、そういうふうにするということも考えられますけ

ど。 

○津嶋委員  よろしいですか。今言われている、ここの表記についても守口市子供の貧困対策推進計

画の時は漢字の「子」なってますけど、そのすぐ下の行の計画策定の背景と趣旨のところ、守口市こど

も計画はもう平仮名の「こ」になって、ここでも併用されているという。 

○久保田委員  なんか本文とか全部平仮名で、法律のところだけ漢字の「子」にしてるようなところ

がね。そういうところが多いような気もするんですけどね。この辺りは、ちょっと市の方向性でいいか

なと思うんですけど。 

○事務局  表記ちょっと様々あるんですけども、基本的にはこれ国の指針に基づきましてつくってお

りますことから、引用公文、国の法律上ですね、使われてるところを基本的に引用する形を取らせてい

ただきますので、ちょっと併存が今見かけられるんですけれども。基本的には、国も使い方によって漢
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字表記と平仮名表記がありますので、一応計画という形で国の文言を適切に反映されるようにはさせて

いただいてるんですけども、ちょっと見る方から見ると、ちょっといろいろ使ってる形には見えてしま

うのかなと。しかしながら、国を引用する場合はその漢字を使ったほうが適切かなと思っております。 

○久保田委員  としてはもうそのままされたら。 

○事務局  ちょっと御意見があったので、ちょっとだけですね。実際、市町村、今タイトルの部分で

すかね、会長がおっしゃられてるのは。例えば。 

○久保田委員  タイトルは平仮名ですもんね。 

○事務局  法律上ですね、すみません。引用上、こども計画は平仮名になってますので。 

○久保田委員  そう、そう。 

○事務局  ちょっと統一感が。 

○久保田委員  このこども計画は平仮名で、子ども・子育て支援法はまだ漢字なんですよね。 

○事務局  そうです。子は漢字ですね。 

○久保田委員  そう、そう。まだかなり、文科省がまだ「供」まで漢字にしてるのもおかしい。 

○事務局  こども家庭庁もあるんですけども。基本的には、国の引用のところと合わせた表記とさせ

ていただいてるというのが、今の考え方でございます。 

○久保田委員  はい、分かりました。 

 ほかは何かありますか。 

○邨橋委員  ごめんなさい。子供の貧困も含むんですよね、今回。子供の貧困も。 

○久保田委員  貧困も含みます、はい。 

○邨橋委員  そしたら前のときに言ったように、子供の貧困状態が経済的な貧困なのかというとき

に、文化的貧困というのも考慮の中に入れて作成をお願いしたいなと思います。子供たちが平等に育っ

ていくためには文化的環境が同一でなければならないというのは、もう国会で昨日言われてますし、文

部科学省も目指しているところですので、それに適応するような対応ができるようなものにしていって

ほしいなとは思います。 

○久保田委員  ほかは。ここは何かありましたか。大丈夫ですかね、これは。大枠なここは計画の概

要っていうところで、ここは以上とさせていただきます。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 ２つ目の議題、「第２章 守口市の子どもと子育て家庭を取り巻く現状」について、事務局から説明

をお願いします。 

○事務局  それでは、守口市子ども計画（素案）の「第２章 守口市の子どもと子育て家庭を取り巻

く現状」について説明いたします。 

 資料３「第２章「守口市の子どもと子育て家庭を取り巻く現状」を御覧ください。 

 初めに１、統計から見る子どもを取り巻く現状についてです。過去の記載ページ、９ページから１９

ページには、人口の推計や出生率、世帯の推移について数値及びグラフで記載しております。また、下

部のページ番号９に人口推計を記載しております。この人口推計は、この計画における人口推計の基礎

となる数値としております。参考にこの部分について抜粋した資料をつけておりますので、御参考にい

ただければと思っております。 

 次に下部に記載のページ番号２０を御覧ください。 

 こちらに記載の（８）統計データから見る現状のまとめでは、統計の数値に対するまとめを記載して

おりますので、こちらについて少し御説明させていただきます。 

①人口・少子化の動向について、②世帯の動向について、③女性の就労状況について、④子どもの進路

についての４つの視点でまとめております。 
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 まず、①人口・少子化の動向についてです。 

 本市における人口推移は減少傾向にあります。合計特殊出生率については、増加傾向にあり、大阪府

及び全国よりも高い水準にあります。しかしながら、０歳から１７歳の子どもの人口については、減少

傾向にあります。 

 出生数の減少には全国よりも一定の歯止めがかかっているものの、引き続き子育て世帯の定住促進に

向けた取組が必要です。 

 次に、②世帯の動向についてです。 

 ひと世帯当たりの人口については、国勢調査での数値なので、最新の数値が令和２年度となっており

ますが、こちらも減少傾向にあります。一方で、１８歳未満の子どものいる世帯の数については、平成

２７年度以降増加しています。また、独り親世帯の数は減少傾向となっており、共働き世帯の数は増加

傾向にあります。 

 子育て世帯の減少には歯止めがかかっている状況ではありますが、将来的には全国的に少子化が見込

まれることから、引き続き子育て世帯への支援の充実、質の向上に取り組んでいく必要があります。 

 次に、③女性の就労状況についてです。 

 女性の年齢階層別労働力率をみると、子育て期にあたる３０歳代に労働力率が低下するＭ字カーブは

ほとんど解消されており、結婚や出産した後についても就労を継続する女性が増えていることが分かり

ます。子育て家庭の男性、女性がともにライフワークバランスを実現できるように、引き続き子育てと

仕事の両立支援に取り組んでいく必要があります。 

 最後に、④子どもの進路についてです。 

 大学への進学率については、全国及び大阪府の平均よりも高い値となっております。引き続き育った

家庭環境にかかわらず、こどもたちが夢や希望を抱けるように支援をしていくことが必要です。 

 以上が（８）統計データから見る現状のまとめについてです。 

 次に、２、調査からみた守口市の子どもと子育ての状況についてです。 

 まず（１）ニーズ調査の概要、（２）こどもの生活に関する実態調査の結果概要ですが、こちらにつ

いては、前回の会議にて御説明させていただきました、ニーズ調査の結果となっておりますので、本会

議においては説明を省略させていただきます。 

 次に、下部ページ２９を御覧ください。（３）妊産婦調査の結果概要についてです。 

 こちらにつきましては、計画策定に当たり追加で実施したものとなっております。妊婦及び産婦を対

象として、令和６年８月２０日から９月３０日に対象世帯に配布いたしました。本調査において、子育

てサービスの認知度や育休取得率や就労状況、利用したいサービス等について調査を行いました。 

 次に、次のページ、下部ページ３１、（４）その他調査の結果概要についてです。 

 こちらにつきましても、計画策定に当たり追加で実施したものとなっております。本調査では、市立

の小・中学校の養護教諭やスクールカウンセラー、市内の子供の健全育成を掲げるＮＰＯ法人に対して

調査を行い、児童の抱える現代的な健康課題等について調査を行い、その支援の課題について調査しま

した。 

 第２章についての説明は、以上です。 

○久保田委員  どうもありがとうございました。 

 それでは、第２章について何か御意見ございますでしょうか。 

○邨橋委員  よろしいですか。 

 ニーズ調査の結果のところ、最初ですね。保育・教育サービスの利用意向についてというところで、

長期休暇中の幼稚園の利用意向は、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が３１.１％で前回調査と比
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べると１４．１ポイント高くなっていますということなんですけれども、これについては、「そうです

ね、充実させていきましょう」ではちょっと済まないかなとは思います。 

 というのは、預かり保育が増えるということは当然先生たちの労働時間が長くなる。あるいはこの夏

休み中に年休を取っていくというふうな生活をしてたことができなくなるために、休みが取りづらくな

るということも出てきます。そういう意味では、やっぱりその負担増をどうするかということを踏まえ

た上での計画をしっかり立ててもらわないと難しいかなと思います。 

 それと同時に、今保育園のほうで問題になってるのは、保育園の子供たちは、土曜日まで利用できる

んですね。それは親の意向で利用できるんですけれども、よくよく見てると、これから遊びに行くんち

ゃうのっていうふうな格好で送ってきて、「今日、仕事です」って言われても、えって思ってしまうん

ですよね。実際、仕事ではないと、あとでお土産を持ってるのが見えてるというような状況で、それま

ですんなり受けていいものなのかというあたりのことをこれから先ちょっと考えていっていただきたい

なと思います。 

 普通だったら土曜日休みの企業がどんどん増えてますし、週休２日制が進められている中で、こうい

うふうな保育業務にあたる先生たちは、ますます取りづらくなっているのにもかかわらず、給料のほう

は小学校の先生なんかよりも低い。社会インフラといって、コロナのときでもずっと開所してたんです

けれども、それについての評価もあまりされていないなということは、もうちょっとここらで考えてい

ただかないといけない問題かなと思います。 

○久保田委員  今おっしゃられたのは、２２ページのところですよね。 

○邨橋委員  ページ数、前に送ってもらったのにはページ数はついてないんです。 

○久保田委員  そうですね。前のはなかった。今日の、これあります。 

○邨橋委員  前の全部読んでそこに書きこんでるので。 

○久保田委員  そうですね。今日の資料のだと２２ページのところにあります。 

○津嶋委員  併せて保育園のほうでも課題ということで現状の課題をおっしゃったんですけれども、

幼稚園のほうもしかりで。認定こども園になってるところが多分にあるんですけども多いんですけど

も、１園のみが私学助成と言ってるし、守口市では幼稚園で残ってるんですけれども。 

 やはりここにあるように、いわゆる病気のとき迎えに行く者がいないであるとかですね。ですから病

気のときもそのまま通わせて見てもらっておきたいというようなニーズであるとか、まさに夏休みも今

までであれば 2 時まで、お昼からはもう家庭に帰る子供がほとんどだったんですけども、認定こども園

になったことによってほとんど長時間ですね、８時間、１１時間。長いところでは１１時間半とか１２

時間預かっておりますので、そういうところではこういうニーズが高まれば、その分保育士も確保しな

ければならないですし長時間労働になってくる。こういうところの受皿の体制を民間でもって、ほとん

ど民間施設にあるんですけど、民間に持ってどういう形で整えていけるかというのは今後の課題になっ

てくるので、また別の章での関連かなと思うんですけど、そういうふうに考えています。 

○久保田委員  これだから、結局量のほうのところで反映するときに、やっぱりちょっとその辺りは

ちょっと気にしていかないと、ちょっと保育士さん、保育者の労働というのが際限なくなってしまって

るところがあると思うので。 

○邨橋委員  子供の数で先生の数が規制されるということがそもそも問題で、結局先生たち、子供た

ちが早く利用できるように、守口市なんかは朝７時から開所を求めますよね。ということは当然、朝８

時から８時間労働なんですよね。ということは、まだ子供たちいてる間には帰っちゃうわけですよ。そ

の後の労働をどうするかっていうあたりを全部、パートとかフリーの数人で補っているという状況であ

るということは、ここの委員の先生は知っとってもらいたいと思います。 
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 それでなおかつ土曜日も増えてくると土曜日に出勤しなければいけない状況が出てくるから、先ほど

言ったような休みが取りにくい状況になってくるんだということですね。 

○久保田委員  ほかの点。 

○邨橋委員  ほかいらっしゃらなかったら。いいですか。 

 子育てに対する意識のところですね。２ページぐらいあとだったかな。 

○津嶋委員  ２５ページですね。 

○邨橋委員  子育てに対する意識ですね、はい。これがですね、一番最後のところで『支えられてい

ると「感じる」が前回調査と比べて認定こども園・幼稚園・保育所や地域子育て支援拠点などの職員が

増加した一方である』ということですね。これは確かに私たちとしてはうれしいことなんですけれど

も、その反面、人手が足らずにそこに対応十分しきれてないっていう迷いと、若い先生が多いことによ

る経験不足、これを補う場所がなかなかないということで苦労してるというの、本当です。当然のこと

です。 

 それと同時に、コロナの時期に家庭で親子で対応してたおかげでコミュニケーション能力がやっぱり

落ちてしまってる、ちょっとグレーゾーンに近くなってしまってる子供たちが大量に入ってきたとき

に、その子に対応するためのハウツーをもう前にいらっしゃった先生から聞くしかないという状況で子

供たちに対応しているということは知ってもらったほうがいいと思います。ここをきっちりサポートす

るための施設があれば、それとなおかつ、そこが研修センターとしても機能するようなものであればあ

りがたいかなと思います。 

○久保田委員  いろんなデータでここの傾向なんですよね。近所の人というのが減って、保育者とい

うのが、要するに園の先生みたいな感じが高くなってる。大体どこの自治体とかいろんなデータでもう

現れてるので。だから、保育所のほうにそういった対応というのが求められてるんだけど、現状で忙し

いプラスしてそういうところも今かなり求められてきてるというところがあるので、地域の力もこれか

らどんどん強くなるというのはちょっと考えにくいところはあるとは思います。その辺りをどうにか

ね。地域の力も強くしてという。 

○邨橋委員  地域の人の力というのは、気楽に話できるかどうかだと思うんですよね。そういうふう

に地域の人が集まって何かやってるような場面、気楽な場面があるかどうかなので。例えば、自治会活

動とかと言われてしまうとしんどいから入らないという方いらっしゃるけれども、この活動の役員とか

言われるとしんどいという話になるんですけども、何かいろんな、ぱっとイメージするのは、お祭りの

太鼓をたたくグループでやってみたいなと。覗いたら「おーやってみいや」みたいな、そういうような

付き合いの中でいろんな話ができるという人はすごくいるとは思うんですね。多分、幼稚園とかこども

園の先生はそういうところなんです。毎日顔を合わしてるから、「今日ね」とかっていう感じでちょっ

と愚痴っぽいところから話が広がってくるというのが一番大きいところなので、そういう意味では、毎

日来てるという敷居の低さがやっぱり大事なんだろうなとは思います。 

○久保田委員  そういう場をどんどんつくれるようにしてるというのは、すごく大事になってくるか

なと思います。 

 どうでしょう。ほかに何かありますか。これ調査結果のところですけど。調査結果を見られて何か思

ったこととか。 

○邨橋委員  ちょっと気になるのは１つあります。市役所への要望についてのところなんですけど

も。これも次のページかな。 

 市役所などへの要望について、「充実してほしい子育て支援サービスは、経済的援助の拡充以外は前

回と比べて低くなっています」というのはすごく気になるんです。 
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 本来は、相談できる施設であるはず行政であるはずなのに、これが上がってないとはどういうことな

のかなというのは、やっぱりちょっと気になります。 

 それと、経済的援助についても１つだけお願いしたいことがあります。以前、児童手当っていうのが

ありましたよね。あの国のばら撒きで各家庭に１０万円とか２０万円とか。あのばら撒きは、子供たち

にとってはほとんど意味がないっていうことだけは、委員の皆さんも知っとっていただきたいと思いま

す。 

 うちの園の先生なんですけど、家の壁のペンキを塗り直したら、えらい高い見積りが来たから、高い

から何とか安くしてよって言ってたら、「子供さんの児童手当があるでしょ」とかって言われてしまう

って。社会的にはそういう認識なんですね。 

 親もお金が入ったから食べに行こかみたいな、旅行に行こうかと。それは、いろんな食の経験がある

とか、社会見学やって言ってしまえばそれはそうかも分からないですけれども、それが果たして直接的

に子供たちの学習・育ちにつながってるかということになってくると、やっぱりきっちりした施設にき

っちりしたお金を入れるほうがいいと思いますし、そこに行政の目も入ってくるわけですからね。監査

っていう方法で人とかも確実ではっきりするので、子供らへ利用される部分が大きいと思うので、ぜひ

ここはちょっと市としても頑張っていただきたいなと思います。 

○久保田委員  ２３ページですね。これね。２３ページの下のところです。 

 本当にこれ現金給付かどうかというのはずっとこれ議論があることで、それぞれ利点というのもある

んですけど。本当に低所得の家庭とかで子供に来たお金をここに使ってしまうみたいなところがないと

は言えないし、本当にもうちょっと上の年齢でも奨学金なんかもね、本当に子供の手に渡ってるのかと

いうところもあるので、ちょっとそういうところも気にするべきところかなと思います。 

 でもあれですね。「野外の施設整備する」が１位ですからね。一応ここの文章ですね。やっぱりそう

いう何か関係つくれるようなところを。２３ページの下を見てると、何かそういう印象、あります。 

○邨橋委員  行政が関わってできるようなポイントはこの中にすごくいっぱいあると思うんですよ。

雨の日の遊び場所をどうつくるかというのは、屋根さえあればいいわけですけれども、それをどういう

ところからそういう場所を探してくるかとかっていうのは、実際子供と関わってる者にしたらそんな時

間はないですからね、はい。 

○久保田委員  今実際夏も外で遊べませんからね。本当に外で遊べる時期ってかなり減ってますから

ね。これね、屋内じゃないと難しい時期が多いですね。 

○津嶋委員  よろしいですか。関連で。実態なんですけども、本当にこの夏も炎天下で、我々もちゃ

んと計測器を使って戸外に出れるかどうかというと、ほとんどもう本当に二、三日出れるかという。朝

の戸外遊びも制限されるレベルで。今後やはり翌年も含めてですね、異常気象とも言われますけれど

も、こういうことも含めて今後どういう形で子供の保育を担っていくか。いわゆる身体活動であるとか

体を動かすような活動であれば、全て室内で行っていく必要があるのかとか。実際に運動会を全部体育

館で行うような状況になってきているのも現状です。小学校であれども中学校であれども、今まで戸外

で行っていた活動がかなり制限されてくるので、今後のこういう計画において、天候の変動によるそう

いう変化とかに柔軟に対応していくということも多分求められると思います。 

 お母さん方も公園で遊べていたものが全く公園で遊べなくなるということになると、室内でとかまた

室内の中でそういう空間づくりをしていくというのも条件として必要になってくるのではないかなと思

います。 

 あと子育てに関する意識のところでの共有をいただきたいんですけども。やはり今現場で肌で感じる

ところにしては、基本的生活習慣の確立はやっぱり難しくて、例えば簡単に言いますと、おむつ率がす

ごく上がっているんです。３歳からの入園についても、ほぼ今までだったら２割３割、ちょっといるな



－9－ 

っていう感じが、もう私の感覚では５割６割、本当にそういう感覚で入園されて来られる方がいるの

で、ここに対する私たちの保育の手が必要になってきていたり。 

 食のことも書かれてますけども食事や栄養に関すること。これについてもやはり偏食、アレルギーの

場合はそれはそれで一定の対応が必要になるんですけれども、本当のこだわりであるとか偏食、またそ

れでしか食べさせてきていないというような傾向が強くて、ここに時間を要してしまう。本来であれば

通常１人で対応できていた保育の時間が、ここに対しての加配であるとか、それこそ１人２人３人みた

いな人員の確保が必要になってくるとかいうこともあるので、簡単に保育の需要とニーズ、ニーズと需

要というか、高まってくる部分が出るんですけど、受け入れる側としての本当の現場の課題というのも

こういうところにもあって保育士不足も相まって、なかなかそういうところが計画どおりに進められな

いというところも現場としてはかなり課題として言えると思います。 

 これも今ちょうどこの食事の部分で。すみません、先ほどの子育てに対する意識の、先ほどの。言っ

たら、そういうところも今後保育をどう進めていくかいうところについては、保育士の確保にもこれも

絡んでくることなんですけれども、やはり大きな課題・問題になってくるというふうに思っています。 

○久保田委員  やっぱり子育てのほう、形とかデフォルトが変わってきてますからね。やっぱりどう

しても共働きの中であまりできるだけ手間をかけないように育てざるを得ないようなことになってるの

で、そういう中で園のほうに行くという形になってるので、どうしても国のほうはどんどんそっちでも

う労働力率を上げるほうでいきますので、その方向で行くと思うんですね。そのときにその園がちゃん

と対応できるような体制づくりというのができないと、多分もうこれまでしなかったような仕事まで園

等もしてるし。逆に保護者さんのほうもこれまでしなかったような普通の仕事して子育てもするという

形がもう当然になってきてるので、それに見合った園のほうへのいろいろな補助みたいなものが必要に

なってくるかなというふうに思います。 

 天気のほうも多分もうこれずっとこうですよね。これから突然気候が変わるとは考えにくいので、４

か月ぐらい、もう３分の１ぐらいは外遊びができないような世の中になってくると思うので。その中で

子供の身体的な発達というのをどういうふうにフォローしていくかというのは、かなり大きな問題かな

と。これまで外で遊んでいればどうにかなったものが、ちょっともう外では遊べせられないとか。今年

なんかよくね、運動会の準備ができないとかね。練習が一、二回しかできないで運動会になったなんて

いう話もよく聞きますので。外に出られないのでね。かなりもう変わってきてると思うので、ちょっと

その辺りもいろいろ考えて、国レベルでも当然考えなきゃならないことでしょうけど、自治体レベルで

もできることがあったらいろいろやっていったほうがいいかなというふうに思います。 

○邨橋委員  ちょっとそのことでここで出すとちょっと話がまた混乱するかも分からないかなと思い

ながら言うんですけど。子供たちの生活が自立する方向での関わりを当然幼稚園や保育園はしなければ

駄目ですけれども、家庭がそういう方向で動いてるというのをちゃんと認識してもらえるということが

すごく大事だと思うんですね。 

 乳幼児期に何ができた、これができたというふうに見てしまわれると本来意識として持ってなければ

いけないのに、頑張って食べて楽しいなというために、食事をぐちゃぐちゃ食べるのやめなさいとばん

と切っちゃうというのは発達の実をつないでいくことにつながらなくなってくるという。そこらの子供

の発達の姿をちゃんと理解してもらうことが必要だろうし、それを小学校・中学校・高校とずっとつな

いでいく意識はどこかできっちりとつくっていかないと難しいだろうなとは思います。 

○事務局  今、第２章につきましてはニーズ調査結果というところでございますので、今各委員さん

がおっしゃっていただいたものにつきましては、今後の確保方策であったり、次回出させていただく策

別のところでつくるに当たりまして、関係課のほうと協議させていただいて反映して、また御意見をい

ただければなと思いますので、よろしくお願いします。 
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○久保田委員  ２章はこのぐらいで大丈夫ですかね。アンケート結果の整理の話ということで。 

 次、続いて「第３章 第二期計画の評価と課題」について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局  それでは、守口市子ども計画（素案）の「第３章 第二期計画の評価と課題」について説

明いたします。 

 資料４「第３章 第二期計画の評価と課題」を御覧ください。こちらの章では、第二期計画の事業担

当課による自己評価や実績等について記載しております。 

 （１）事業評価を御覧ください。下部記載ページ３４です。 

 こちらには、各事業担当課における自己評価の平均点を記載しております。各事業を４点満点とし

て、点数の基準としては、４点を特に順調、３点を順調、２点をやや遅れている、１点を遅れている、

０点を未実施として評価しております。おおむね、３点と評価されており順調という自己評価となって

おりますが、６地域力の活力による子育て支援については平均点が２．６となっております。 

 次に、（２）目標値の達成状況についてです。３２ページを御覧ください。 

 第二期計画においては、主要な事業に数値目標を設定し事業実施の評価を行っており、その達成状況

等についてまとめております。 

 上部の表においては、指標数とその指標の達成数を記載しております。目標値に対し未達成となって

いる施策目標もあります。これは、妊婦検診の受診率や妊娠届出者に対する妊婦面接の割合等、目標値

を 1００％に設定しているなど高い設定となっていることが要因です。１００％を目指すべき事業では

ありますが、そのような事業が目標達成しきれていない事業として挙がってきていると考えておりま

す。 

 その下の表については、主な施策目標と実績を抜粋して記載しております。ページの都合上、全て記

載し切れませんでしたので、一部抜粋して記載しております。 

 次に、ページ番号３７ページを御覧ください。 

 「２教育・保育の量の見込みと確保方策」から、ページ番号４５ページ、「３地域こども・子育て支

援事業の量の見込みと確保方策」についてですが、こちらにつきましては、第二期子ども子育て支援事

業計画における、計画値とその実績及びその数値の乖離幅について各事業ごとに表にまとめておりま

す。 

 なお、令和６年度の実績については、現時点において未確定となっておりますので、実績の欄には

「―」を記載しております。個々の数値につきましては、各年度ごとに子ども子育て会議への進捗報告

の際に報告している数字を改めてまとめたものとなっております。前回会議の際も進捗報告の資料とし

て提出させていただいており、詳細については時間も限られておりますので、省略させていただきま

す。 

 以上が「第３章 第二期計画の評価と課題について」の説明となります。 

○久保田委員  ありがとうございました。委員の皆さんは、何か御意見等ありますか。 

○津嶋委員  数字の間違いかと思うんですけど、３８ページのですけれども、南部エリアの合計①の

ところが、令和３年３６３から 3731・・。 

○津嶋委員  多分これは数字の間違い。 

○津嶋委員  ３７１になってます。そこだけ、すみません、数字の・・。 

○事務局  はい。 

○邨橋委員  いいですか。 

○久保田委員  はいどうぞ 
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○邨橋委員  ３５ページの「小学校における不登校の減少」と「中学校における不登校の減少」なん

ですけれども、最新実績として令和５年度が２４．５人、中学校で７９．７人というのが挙げられてま

すけれども、目標値、令和６年では５人で、３６．４人という数値が、これ可能な数値ですか。 

○久保田委員  これはほかもそうなんですけど、ちょっと全体的に指標とあれが離れてるので、次の

計画のときはその辺りはもうちょっと可能な数字にしたほうがいいと。 

○邨橋委員  １日の新聞報道でよると、不登校が１３４万人出てて過去最高という状況にある中で、

これはできるのかどうかというのはやっぱり考えないとあかんやろうと思うし。もしできないのであれ

ば、できないというためにそれを補う方法をどうするのか。学校に行けない子供が遊べる場所をどこに

どういうふうにつくるのかという辺りは、これから先大事な場面の話になってくるんじゃないかなと思

います。 

 それともう一つ、乳幼児とのふれあい体験を実施した学校数というのが令和５年度は３校になってお

りますけれども、令和６年の目標値は８校というのはどうですかね。いけそうなんですかね。ぜひ、こ

れは全校が進めてほしいなと思ってるんです。 

 これ幼稚園のほうに来た、中学校のふれあい体験に来た子供の話なんですけれども、その後高校へ行

って、近くの高校だったので春休み中にその高校の先生に話をして幼稚園へ子供のボランティアに行き

たいっていうのがあってそれも実現して。その子は、それで保育者になったんですね。 

 そういうふうにやっぱり小さい頃のふれあい体験というのは、子供たちを受け入れるということ。同

年代じゃなくって異年齢の関わりを体験する場としてはすごく大事なところなので、これはぜひ全校で

実施するようにやっていただきたいなと思います。学校って小学校に入ったら全部横割りで同じ年代の

子供ばっかりの中でどう評価されるかの話なんですけれども、異年齢だと違うから、その中学生が言っ

たことが分からへんっていうのは普通ですし、だから教えてあげようかと言って何度説明しても分から

へんってなって、いやもうちょっと優しい言葉で説明してあげてって言ったら、ちゃんとそこを考えて

やってくれるとかね。そういうコミュニケーション能力というのはすごく双方に発達する場面なので、

ぜひやっていただきたいなと思います。 

 小学校で担任の先生とうまくいかなくて１週間幼稚園に遊びに来た子がいます。６年生です。１週間

して、翌週月曜日来ないなってと思ったら、家に電話したら「学校行きました。先生とちゃんと話して

きます」って。小さい子で自分を出せることで、それだけ自分に自信を持ってるということ。そして、

相手を受け入れるという経験がそこに生きてるんだなというのをすごく実感した事例ですので、そうい

う場をいっぱいつくってあげていただきたいなとは思います。 

○久保田委員  今のところについて・・学校のほうから。 

○横山委員  これ多分ふれあい体験というか、中学校の職業体験みたいなものですかね。 

○邨橋委員  中学校ですね。 

○横山委員  そうですね。恐らくコロナより前のときは職業体験を結構やってる学校多かったかなと

思うんですけど、コロナをきっかけに、キャリア教育で職業だけど結構学校のほうに人を呼んで講演会

という形も結構増えてきてるかなっていう気はします。でも実際、本当に来て触れ合うということはす

ごく大切だなっていうのは思います。 

○邨橋委員  私の経験では、学校でこの子は手がかかるのでしようがないですわって言ってた子が幼

稚園に来てすごく伸び伸びとやってて、こんな表情を見るのははじめてやって学校の先生がぽろっと言

いはるというのはよくある話なんですね。やっぱり自分を出せることがどれだけすばらしいか。そして

出すことがすばらしいというのをちゃんと認められる先生であるはずなので、だからこそ、そこを丁寧

にやってあげてほしいなと思います。 

○横山委員  はい。 
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○久保田委員  不登校の率に関しても。 

○横山委員  恐らく不登校も今やっぱり小学校・中学校でもすごく課題になってて、今その校内支援

ルームをつくっていうところがあって来たりとかオンライン授業をというところがあるんですけど、や

っぱりこれも人がいなくて本当に決められた人数しかいないので、その校内支援ルーム、大人は誰がそ

こを対応するんだっていうところで本校でもやっぱりそこが課題で、なかなかその校内支援ルームって

いうところは常設ができないような状況です。 

○邨橋委員  そうですよね。有効に本当に使えればいいんだけども、ただもう一つ、学校にも来れな

い子供というのをどうするかというあたりは、ここには上がってきてないんですよね。 

 校内支援ルームというのは法律で定められて、今各校ですごく頑張ってはるのはよく分かるんだけど

も、そこに乗り切れない子供たちをどうするかというのが、学校では対応し切れないところなんです

ね。その子たちが自分を出して遊べる場面というのは、すごく大事だと思います。そこがいろんな子供

たちが集まるようなフリースクールみたいなところであったりとかプレーパークであったりとかってい

うところというのは、私は望ましいんじゃないかなと思っています。 

 そういう意味ではちょっと一つ早いですけども、児童センターを廃止するのではなくて建て替えるに

してほしい。機能を持たせて新しく建て替えるようにしてほしいなと思います。 

○久保田委員  不登校もこれだけもう数字も上がってくると、とにかく学校に行けっていう教育機会

をどう確保するかというのがね、基本的にはそっちの方向になると思うので。ただ、他方で教育機会が

多様になると、人が、校内支援ルームって、誰がそこに入るのかっていうのもありますしね。ほかに何

か場所をつくったところで、またそこでも人が必要なのでね。 

○邨橋委員  だから、もう全く新しい学校のシステムをつくっていかない限り、今までのような先生

が前に立ってこれを覚えるんだというふうな授業では成り立たないというのは目に見えてると思います

よね。 

○津嶋委員  ちょっとよろしいですか。 

 検診のほうの受診率なんですけども、これも同じ政策目標と実績のところですけども、１歳６か月

児、３歳半検診と言われるものなんですけども。受診率も最新実績ではパーセンテージは上がってはい

るんですけれども、やはりこういうところで実際に受診されない方については、いろいろな理由はある

と思うんですけども、やはりそういうところが、いわゆる集団生活においてこういう施設に入ったりと

かするときにそういう情報が全く得られなかったりとか、やはりそういうところで保育はうまく進めら

れない、あとは愛着面のアタッチメントであるとか、そういうところであえて意図的に受けてらっしゃ

らない方がどれぐらいいるのかということなんです。まさにこういうところの育児の、我が子の発達に

ついて知り得てるかどうかいうことも非常に重要かなと思うので、これもパーセンテージで見れば１０

０％に近づいているんですけども、ただやはりここでこぼれてる方へのフォローとか対策・対応という

のは、どういう形になってるのかなというのがあるんです。 

 全てそういう声かけをしても拒絶されているとか行きませんっていう方もあったりとかで。実際５歳

児健診が守口市ではあるんですけども、そういうときに私たちもはじめての情報で伺うと、カンファレ

ンスの中で会議中ですね、この方はスルーしてます、受けてらっしゃらないで今に至っているというこ

ともあって、その理由とかを尋ねるとやはりもう受けたくないとか見せたくないっていうようなこと。

やはり何かそこに課題が生じてきてうまく子育ての支援に乗っかっていかない状況とかも見られること

があるので、そういうところについては、やはりしっかりと受診はいただける形に持っていっていただ

きたいなと思います。 

○久保田委員  結局、妊婦健診ときから妊婦検診があって、あとこんにちは赤ちゃんのところがあっ

て、そういうところでいろいろ把握をしようとされてるとは思うんですけど、その中で漏れてしまう人
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というのがね。多分これ、要するに妊婦健診の後で引っ越しした人とかもいますけど、全員が引っ越し

したわけではないと思うので、なんか漏れてしまってる人が結構いるということだと思います。そうい

う子たちが後々いろいろ配慮が必要な子供となってくるかなと思うので。この辺りも、なかなか１０

０％というのは現実じゃないとしても、本当にこれはもう１００％に近い目標値を立てておいていいの

かなとは思います。 

 今３章でちょうど妊婦健診とか検診の受診率の話をしようとしていたところで。 

 いかがでしょう、ほかのところとか。今関連するところでもいいです。 

 例えばすごい細かいところで申し訳ないですけど、３６ページで目標の４の３番目で、依頼件数って

いきなり出てくるけど、多分ファミサポだと思うんですけど、多分これだけだと分からなさそうですよ

ね。他にも、ほかも、どこか何かこれだけだと分かんないかなって思ったのがあったかな。依頼件数の

ところは一言ちょっとつけていただいたほうがいいかなと思います。 

○事務局  おっしゃっていただいておりますのが、政策目標４番のちょうど真ん中の「依頼件数」と

いうところかと思うんですけど、ちょっとすみません。ここの表記につきましては、次回計画は誰が見

ても分かるような形で表記を検討させていただきます。 

○久保田委員  そうですね、これ分かんないですよね。多分１で依頼件数だと何となく分かる。 

○事務局  承知いたしました。 

○津嶋委員  すみません、１つだけ。今のところにもある政策目標４のところの「一時預かり事業

（幼稚園型）の延べ利用者数」なんですけれども、これは目標数値が７万４，０９３人なんですけれど

も、実績最新でいくと７万９，０３９人ということで、これはこれだけ実際に実績として、いわゆるか

なり数字としては上がっているという認識で、この数字で見るとそうなんですけど、そういう形なんで

しょうか。確認というか、実績ということでこれだけを受け入れたということで。ただ、目標は７万

４，０００人なのでこれで目標数値を立てていたけれども、それを大幅に上回るという５，０００人ぐ

らい上がってる、上回り数字で実績があったということ。 

○事務局  今津嶋委員がおっしゃっていただきました最新の実績は令和５年度の実績値を記載させて

いただいておりまして、令和６年につきましてはおっしゃっていただいてるとおり７万４，０９３人を

目標としております。実績は１年前のものが最新となっておりまして、令和６年度はまだ現在年度途中

でございますので、まだ実績値としては出ていないという状況でございます。 

○津嶋委員  ということは、まだ出ていないということですね。 

○事務局  補足ですけども、この目標値が計画策定時のニーズで出しておりますので、当時のニース

で見ますと７万４，０００人ぐらいがいるだろうというところが、実績として既にもう７万９，０００

人ということですので、計画策定時のニーズより事業実態が大幅に追いついてるというふうに理解いた

だければいいかなと思います。 

○津嶋委員  ありがとうございました。 

○久保田委員  ほかいかがでしょうか。大丈夫ですかね。 

 ここはまたこれからの議論になると思うんですけど、目標値は何かもうちょっと検討したほうがいい

かなっていうのは思います。あまりにも全然達成してなかったりすると、何となく数字がよく分からな

くなってきますので。 

○事務局  次の計画の目標値につきましては、いろいろ今委員さんの御意見ありますように、不登校

の数でしたら本当に人数を目標値として考えたほうがいいのかですね。例えば、その検診の受診されて

ない方にどうフォローするかも踏まえてしっかりと計画を練るべきだと思いますので、持ち帰りまして

関係課とまた調整して、計画案のほうに反映して御提示できればなというふうに思っております。 
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○邨橋委員  目標値を出すときに、令和６年度の目標値というのは分かるんやけども、さっき言った

計画作成時のという数字だということなんですけど、この計画をいつ作成されたときの計算なのかとい

うその日付をここに書いておかれれば、当初予想しているような実績増えたんやからよかったねってい

う話になるとは思うんですけど。そこを書き替えてしまうと、じゃあこの目標値というのは誰がいつ何

を目指してつくったものか分からなくなってしまうので、ここは書き替える必要ないとは思う。そうい

う意味では、何年の何月何日に計画されたものが、令和５年の３月末に比べたときに、令和６年やった

らもう少し本来はここ上がってくるやろうねっていうふうに修正できる数字としてあると考えるべきだ

と思いますので。 

○久保田委員  これ決めるときにニーズ調査のやつもあるし、あと実績のやつもあるって感じですよ

ね。多分ね。 

○事務局  そうですね。例えば回数とかでしたら。 

○久保田委員  回数やったら多分実績との比較でね。 

○事務局  基本的に１３事業につきましてはニーズ調査が多いんですけども、今後の次回出させてい

ただく各事業別目標、施策別目標につきましては、担当課の意見であったり、その実態を踏まえての目

標設定になってくるかなと。 

○久保田委員  実績プラス何かあるべき回数みたいな感じで多分設けてるのもあると思うので。その

辺り、また検討していただければと思います。 

○事務局  解離が大きいものにつきましては、その目標設定のところも果たしてそれで正しい目標設

定かも含めて検討させていただければと思います。 

○久保田委員  それでは、次のところです。４つ目の議題、「第６章 子ども・子育て支援事業計

画」の部分について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局  それでは、守口市子ども計画（素案）の「第６章 子ども・子育て支援事業計画」につい

て説明させていただきます前に、守口市こども計画全体の構成について説明いたします。 

 資料５「第６章 子ども・子育て支援事業計画」を御覧ください。 

 今回策定いたします、守口市こども計画につきましては、子ども・子育て支援事業計画を包含する形

で作成いたします。ですので、この章につきましては、子ども・子育て支援事業計画に記載すべき事項

である、子ども・子育て支援法に定めのある教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業についての量

の見込みと確保方策を記載し、子ども・子育て支援事業計画を満たす計画とするものです。 

 まず、「１ 教育・保育提供区域の設定」について説明いたします。 

 こちらについては、第２期計画同様に、地理的条件等を踏まえ、東部・中部・南部の３エリアに分け

ることとし、庭窪小学校・金田小学校・佐太小学校・梶小学校・藤田小学校・よつば小学校の小学校区

を東部エリア、守口小学校・八雲東小学校・八雲小学校の小学校区を中部エリア、寺方南小学校、さつ

き学園、さくら小学校、錦小学校の小学校区を南部エリア区分しています。 

 次に、「２ 教育・保育の量の見込みと確保方策及び実施時期」ついて説明いたします。 

 まず、教育・保育部分とは、いわゆる保育園や認定こども園等に通う児童の部分でございます。この

パートでは、１号認定から３号認定の区分にわけて量の見込み及び確保方策を設定しております。 

 １号認定は、３から５歳の保育の必要性がない区分です。主に教育部分の利用をする家庭で、共働き

ではない家庭や保護者のどちらかが短時間就労をしている家庭となります。 

 ２号認定は、３から５歳の保育の必要性がある区分です。主に保育部分の利用希望が高い家庭となり

ます。その２号認定のうち、保育の必要性があるものの、教育部分の利用希望が高い家庭を新２号認定

という区分にしております。 
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 ３号認定は０歳から２歳の保育の必要性のある区分です。２号認定同様保育部分の利用希望が高い家

庭となります。 

 次に量の見込みの算出方法等についての説明をさせていただきます。それでは、参考資料１「量の見

込み算出の考え方」を御覧ください。 

 まず、（１）「認定区分」と「家庭類型」の①認定区分については先ほどの説明と同様ですので省略

いたします。 

 ②家庭類型についてです。家庭類型とは、第２章の説明でもございましたニーズ調査の結果から、量

の見込みの算出に当たって、家庭をＡタイプからＦタイプの８種類に分類化しています。 

 分類の種類については、表の下側に記載しています。Ａタイプを独り親家庭、Ｂタイプをフルタイム

共働きの家庭、Ｃタイプをフルタイム・パートタイムの共働き家庭、Ｄタイプを専業主婦（夫）の家

庭、Ｅタイプをパートタイム共働き家庭、Ｆタイプを無職の家庭としています。 

 次のページに参りまして、（２）量の見込みの算出項目についてです。 

 算出項目については表のとおりとなっており、１号認定から３号認定と地域子ども・子育て支援事業

です。細かな事業については、後ほど説明いたします。 

 次のページに参ります。（３）量の見込みの算出手順です。 

 こちらにつきましては、国の示す手順となっております。ステップ１ 先ほどの家庭類型ごとに分類

します。ステップ２ 潜在的家庭類型を算出します。これはアンケート項目に就労意向についての問が

ございますので、そちらから計算いたします。ステップ３ 計画期間中の人口推計と潜在的家庭類型の

構成比に基づき潜在家庭類型別の推計児童数を算出します。ステップ４ 事業別の児童数を算出しま

す。ステップ５ ニーズ調査より、利用意向率を算出します。ステップ６ ステップ４で算出した児童

数にステップ５で算出した利用意向率を掛けます。以上の方法で、量の見込みを算出します。 

 それでは、資料戻りまして、資料５「６章子ども・子育て支援事業計画」を御覧ください。 

 ２、教育・保育の量の見込みと確保方策及び実施時期について説明いたします。 

 量の見込みは先ほどの説明どおり算出しており、確保方策については、市内の対象の利用定員を集計

し算出しております。量の見込みが確保方策を超えた場合には、利用ができなくなる児童が出る恐れが

あることを示しています。また、市内全域の量の見込みと確保方策についてと合わせて、「１ 教育・

保育提供区域の設定」で申し上げたとおり、３つの区域に分けて量の見込みと確保方策を記載しており

ます。 

 それではまず、教育区分である１号認定及び新２号認定についてです。下部記載ページ１３１、こち

らについては市内全域において、充足する見込みとなっております。 

 次に、下部記載ページ１３３、（２）２号認定についてです。こちらは、３歳から５歳の保育の必要

性がある認定部分です。この区分については、市域全体では充足しているものの中部地域では足りてい

ないという見込みとなっております 

 次に、下部記載ページ１３４、３号認定についてです。こちらにつきましては、国の手引きにより示

されているとおり、０歳と１、２歳に分けて算出しております。 

 まず、３号認定の０歳児でございます。量の見込みと確保方策についてですが、エリア別に見ると南

部エリアは充足しているものの東部・中部エリアにおいては不足しております。市域全体でみると、令

和８年度以降充足する見込みとなっております。 

 次に、３号認定の１・２歳児でございます。量の見込みと確保方策について、エリア別でみると、南

部エリア以外のエリアにおきまして、大幅に不足する見込みとなっており、市域全体においても不足す

る見込みとなっております。 

 次に、（５）教育・保育の今後の確保方策についてです。資料ページ１３８でございます。 
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 こちらでは、今まで御説明させていただいた本市の量の見込みと確保方策についての今後の方針につ

いて記載いたしております。ここは、そのまま読み上げさせていただきます。 

 ２号認定の中部エリア並びに３号認定の０歳児、１、２歳児の中部及び東部エリアについて確保方策

が不足する見込みとなっております。特に３号認定の１、２歳児の中部及び東部エリアにおける量の見

込みに対する確保方策について大幅な不足が生じる見込みとなっています。 

 このことから、今後早急にさらなる確保方策を講じる必要性があることが示されました。そのため、

本市がこれまで進めてきた今後の教育・保育の確保方策については、「民間主導」により、その時点時

点の状況に合わせた定員確保策を民間園に柔軟に講じていただき、行政として民間園の取組をしっかり

と後押しすることで、的確な受皿を確保する形、つまり「公私連携による確保方策の確立、推進」との

考え方に基づき、今後の確保方策について以下の項目を中心に実施を検討していきます。 

 （１）東部エリアにおいて、公立認定こども園の民間移管に伴う定員拡大と利用児へのサービスの拡

充を図ります。具体的には、施設規模及びエリアごとの確保方策を踏まえ、令和９年度に市立にじいろ

認定こども園を民間移管する。 

 （２）中部エリアにおいて、民間移管する市立（外島）認定こども園の施設整備（建替）の促進によ

る定員拡大を図ります。 

 （３）民間認定こども園等の保育人材の確保、医療的ケア児、配慮が必要な児童の受入れ支援を含む

教育・保育サービスの「質」及び「量」の充実に向けたさらなる支援を進めます。具体的には、①「認

定こども園等障がい児保育・看護師配置補助金」の補助基準額の拡充、②さらなる保育士の確保方策の

充実、③保育士等への研修の充実、④保育士等への巡回支援の充実などとなります。 

 確保方策の具体的な方針について幾つか挙げさせていただきましたが、その中でも大きな、令和９年

度の市立にじいろ認定こども園の民間移管ついて御説明させていただきます。 

 お手元の、参考資料２ 市立にじいろこども園の民間移管の検討についてを御覧ください。 

 本計画策定や説明した量の見込みと確保方策についての記載もございますので、その部分につきまし

ては省略させていただきます。 

 １．公立認定こどもの園の今後の運営について。 

 公立認定こども園については、令和６年２月に策定した「守口市行政経営プラン」における「施設の

運営手法の見直し」において、今後の就学前児童数の推移と私立認定こども園等による保育の受皿確保

の状況や市職員（保育士）の退職状況等を踏まえ、順次、民間移管を進めることとしております。 

 加えて、人員・組織体制の方針では、新たな保育士採用は行わないこと、民間移管の状況に応じ、任

期付職員及び会計年度任用職員の採用を抑制することとしております。 

 また、令和５年２月に策定した「第二期守口市子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しにおい

て、今後の教育・保育の確保方策については、「民間主導」により、その時点時点の状況に合わせた定

員確保策を民間園に柔軟に講じていただき、行政として民間園の取組をしっかりと後押しすることで、

的確な受皿を確保する形、つまり「公私連携による確保方策の確立、推進」が望ましいとしています。 

 ２．「（仮称）守口市こども計画」の策定について。 

 こちらは、本子ども計画策定について記載しておりますので省略いたします。 

 ３．今後の教育・保育の確保方策の検討について。 

 先ほども説明させていただきましたとおり３号認定の１、２歳児の中部及び東部エリアにおける量の

見込みに対する確保方策について大幅な不足が生じる見込みとなっています。 

 現在、中部エリアにおける市立外島認定こども園について、令和７年４月からの民間移管を進め、確

保方策を図ろうとしているところであり、これに加え東部エリアにおいても民間移管による確保方策を

図る必要があると考えるものです。 
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 ４．民間移管により期待できる効果。 

 公立認定こども園の民間移管により今後の施設整備・維持管理に係る財政負担の軽減を図ることがで

きるとともに、下表のとおり、公立園の施設運営での市負担分は２億３，９００万円となっています

が、民間園の施設運営に対する公定価格等に基づく給付での市負担分は９，３００万円となっており、

民間園の施設運営の方が財政負担を軽減することが可能です。また、受入れ児童数の拡大に加え、令和

８年４月から本格実施となる「こども誰でも通園制度」への対応など、民間園による柔軟な運営体制の

下、多様な保育ニーズへの迅速な対応を期待できます。なお、障がい児や配慮が必要な児童の受入れに

ついては、公立園、民間園問わずしっかりとした受入れ体制を構築していく必要があると考えていま

す。 

 ５．民間移管に向けた市立にじいろ認定こども園の現状について。 

 市立にじいろ認定こども園では、過去に最大２０９人の利用者数を受け入れた実績を有し、現状の施

設規模で利用定員の引上げが可能であることから、量の見込みに対して、柔軟に利用定員の引き上げに

よる対応が図れるとともに、新たな保育サービスの充実も検討できます。 

 ６．市立にじいろ認定こども園の民間移管について。 

 上記現状や課題、民間移管による効果を踏まえた結果、令和９年度に市立にじいろ認定こども園の民

間移管を行うことを検討します。ついては、令和７年４月に３保育所が新規開設される南部エリア、市

立外島認定こども園の民間移管が行われる中部エリアと同様に、東部エリアについても民間活力のさら

なる導入を図っていきます。なお、市立あおぞら認定こども園の在り方については、市立にじいろ認定

こども園の移管後の就学前児童数の推移と私立認定こども園等による保育の受皿確保の状況や市職員

（保育士）の退職状況等を踏まえ、引き続き施設の在り方を検討してまいります。 

 ７．公立認定こども園の民間移管にあたって。民間移管に際しては、提供すべき教育・保育・子育て

支援事業の内容について、市と民間移管法人が協定を締結し、実施することができる「就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第３４条第 1 項に基づく「公私連携幼保連

携型認定こども園」とし、医療的ケア児、配慮が必要な児童の受入れ体制についても、これまでと同様

に構築するよう求めることとします。 

 また、医療的ケア児、配慮が必要な児童の受入れに関しては、公立園だけに求められる役割ではな

く、市全体として対応を図っていくべきものであることから、移管後の市立にじいろ認定こども園を含

め市内民間園で医療的ケア児、配慮が必要な児童を円滑に受入れることができる安全・安心な体制を構

築することを支援するため、公立認定こども園の民間移管の効果額等を活用し、保育の質・量の充実を

図ります。具体的には、現在、実施している「認定こども園等障がい児保育・看護師配置補助金」の補

助基準額の拡充や、さらなる保育士の確保方策の充実を図り、保育の量を確保するとともに、保育士等

への研修、巡回支援の充実を図り、保育の質を確保するなど、民間園における受入れの支援のさらなる

充実を図っていく必要があると考えています。 

 ８．民間移管が決定された場合の今後のスケジュール（案）について。 

 今後令和９年度の民間移管に向けたスケジュール案を記載しており、具体的には、令和７年度に移管

事業者の選定・決定、令和８年度に引継ぎ保育の実施（令和９年３月末まで）、令和９年４月移管事業

者による運営開始となっております。 

 ９．これまでの民間移管についてでは、過去の民間移管について記載しております。 

 以上がにじいろこども園の民間移管についてでございます。 

 それでは、資料に戻りまして資料５「６章子ども・子育て支援事業計画」を御覧ください。下部記載

ページ１３９をお開きください。 



－18－ 

 こちらについては、子ども・子育て支援法に規定のある、地域子ども・子育て支援事業について記載

しております。 

 第二期子ども子育て支援事業計画では、１３事業ありましたが、今回法改正で６事業が追加され、１

９事業となりました。しかしながら、追加となった６事業については、最近その方向性が示されました

ので、今回の素案については反映させずに、次回の会議でお示しする予定としております。 

 それでは、順に説明させていただきます。 

 まず、下部ページ１３９、（１）時間外保育事業（延長保育事業）です。 

 こちらは、保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外の時間及び通常の利用日以外の日

において、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業です。 

 確保方策としては、認定こども園や認可保育所、小規模保育事業等において必要量を確保することと

しています。 

 次に、下部ページ１４１、（２）放課後児童健全育成事業です。 

 こちらは、就労等の理由により保護者が昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に小学校等の

余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

 守口市では、入会児童室については、低学年（小学校等の１年生から３年生）を対象としており、令

和元年度からは民間委託により、開設時間の延長などサービス拡充を図っています。高学年（小学校等

の４年生から６年生）の児童については、全ての市立小学校等で実施している登録児童室を活用して対

応することとしています。今後も引き続き２つの児童クラブを活用して児童の受入れを行います。ま

た、障がいのある児童の受入れについても、今後も民間事業者とともに多様なサービス提供により対応

します。 

 入会児童室の確保方策につきましては、通っている学校の入会児童室に通うことを基本としているた

め、市域全域や大きなエリア別での量の見込みと確保方策が充足していても、一部の学校において確保

方策が不足することがございます。 

 今回の素案については、市域全体として提示させていただいておりますが、次回会議までに学校別の

量の見込みと確保方策を提示させていただき、より実態に合った内容にしたいと考えております。な

お、本市においては放課後児童育成事業は低学年のみの実施となっており、高学年の児童については、

全ての市立小学校等で実施しているもりぐち児童クラブ登録児童室を活用しております。また、一部民

間の放課後児童クラブを活用することとしております。 

 次に、下部ページ１４３、（３）子育て短期支援事業でございます。 

 こちらは、保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった子ど

も、母子等について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業、短期入所生活援助事業（シ

ョートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）です。 

 確保方策としては、現在の実施施設数を維持し、必要量の確保を図ります。 

 次に、下部ページ１４５、（４）地域子育て支援拠点事業でございます。 

 こちらは、乳幼児及びその保護者相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提

供、助言その他の援助を行う事業です。 

 確保方策としては、令和６年９月末に、守口市役所本庁舎にあったもりランドを廃止したため、今後

は、各コミュニティセンターとの連携を図ることで、引き続き子育て親子の交流の場の提供に努めま

す。 

 また、児童センターを令和７年度末に廃止する一方、児童センターで実施している地域子育て支援事

業については、代替となる事業の実施者を募集し、必要な事業量を確保します。加えて、現在実施して

いる広報や乳児家庭全戸訪問等での各拠点施設の周知や各拠点施設との情報交換を継続しながら、子育
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て支援の充実を図ります。こちらでは児童センターの廃止について、市の大きな方向性が示されており

ますので、御説明させていただきます。 

 参考資料３ 守口市立児童センターのあり方についてを御覧ください。 

 児童センターのあり方の方向性につきましては、市立認定こども園と同様に守口市行政経営プラン、

施設の見直しの中で児童センターについて本施設が持つ機能と地域において必要となる子育て支援機能

を踏まえ、施設の廃止も含めて、あり方を検討する、との記載があり、この間検討を進めてまいりまし

た。 

 資料上段に記載のとおり、児童センターの機能としましては、①「小学生の遊びの場」、②「地域子

育て支援拠点」という２つの機能を有しております。 

 まず、①「小学生の遊びの場」については、児童センターが所在する校区内の児童の利用がほとんど

であり、全ての市立小学校で実施している「もりぐち児童クラブ登録児童室」の機能と同様であり、現

在も充足しているものと考えておりますことから、小学生の遊びの場としての機能は廃止いたします。 

 次に、②「地域子育て支援拠点」としましては、子育て中の親子を地域で支える子育て支援機能で

す。こちらの機能は今後も必要性が見込まれることから、新たな地域子育て支援拠点事業の実施者を公

募することで、児童センターの就学前の親子の交流の場としての機能を充足することとします。 

 以上のことから、今後の方向性としては、代替となる地域子育て支援拠点機能を充足した上で、児童

センターを廃止とします。 

 センターのあり方については以上です。 

 それでは、資料５「６章子ども・子育て支援事業計画」にお戻りください。下部ページ１４６に記載

の（５）一時預かり事業等です。 

 こちらについては、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主とし

て昼間に、認定こども園、幼稚園、保育所その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業で

す。 

 確保方策については、認定こども園及び私立幼稚園による事業が想定され、必要量を確保できる見込

みです。 

 次に、下部ページ１４９、（６）病児保育事業です。 

 病児について、医療機関や保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育

等をする事業です。 

 確保方策としては、令和７年度に中部エリアで 1 か所が新規開設される予定であり、市内施設と引き

続き協力・連携をしていきます。また、病児保育事業（病後児保育を含む）事業へのニーズの高まりに

対応するため、さらなる実施について、事業実施区域のバランスも踏まえつつ医療機関を含めた市内施

設に対して積極的に働きかけていきます。 

 次に、下部ページ１５０、（７）子育て援助活動支援事業（ファミリーサポート事業）です。 

 こちらについては、乳幼児や小学生等の子どもを有する子育て中の保護者を会員として、子どもの預

かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する

連絡、調整を行う事業です。 

 確保方策については引き続き、必要な確保量を見込んでいます。今後も引き続き会員拡大に努めるな

ど、より多くの市民が利用できるよう努めます。 

 次に、下部ページ１５１、（８）利用者支援事業です。 

 こちらについては、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑

に対応するため、こども家庭センターを中心に保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施するとと
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もに、関係機関等と連携を図りながら、全てのこどもと家庭に対して、妊娠期から子育て期にわたるま

での切れ目ない支援を実施する事業です。 

 確保方策については、今後も引き続き、こども家庭センターを中心に妊娠期から子育て期にわたるま

で切れ目のない支援を実施していきます。 

 次に、下部ページ１５２、（９）妊婦に対する健康診査です。 

こちらについては、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、「健康状態

の把握」、「検査計測」、「保健指導」を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的

検査を実施する事業です。 

 確保方策については、引き続き、全ての妊婦を対象として必要な事業量を確保します。 

 次に、同じページの（１０）乳児家庭全戸訪問事業です。 

 こちらについては、生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供

や養育環境等の把握を行う事業です。 

 確保方策としましては、引き続き、全ての乳児を対象として必要な事業量を確保します。 

 次に、下部ページ１５３、（１１）―１ 養育支援訪問事業です。 

 こちらは、養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行

うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 次に同じページの（１１）―２ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業です。 

 こちらは、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会等）の機能強化を図るため、

調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図

る取組を実施する事業です。 

 この事業は、量の見込み及び確保方策の設定はございませんが、児童を取り巻く家庭環境が多様化し

ていることを踏まえ、市では保健師等の専門職を配置したこども家庭センターを中心に、地域のさまざ

まな関係機関と連携を取りながらワンストップで切れ目のない支援を行います。さらに、児童虐待対応

の専門家も外部アドバイザーとして招聘し、構成員の専門性向上に努めます。 

 また、守口市児童虐待防止地域協議会（要保護児童対策地域協議会）の構成員の一層の連携強化を図

るため、研修等を開催するとともに、当該協議会が発行した児童虐待対応マニュアルを配布し、児童虐

待発見時の対応方法や、要保護児童をモニタリングする際のポイント等を支援関係者や関係機関と共有

し、構成員間の連携強化に努めます。 

 次に同じページの（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業です。 

 こちらは、保護者の世帯所得の状況等を勘案して、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定

教育・保育等または特定子ども・子育て支援を受けた場合において、保護者が支払うべき実費徴収に係

る費用等の一部を助成する事業です。 

 こちらの事業についても、量の見込み及び確保方策についての設定はございませんが、令和２年度か

ら子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園に在籍する児童の副食材料費に要する費用へ

の補助を行っています。 

 次に、下部ページ１５４、（１３）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業です。 

 こちらは、特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他、多様な事業

者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置、または運営を促進するための事業です。 

 こちらの事業についても、量の見込み及び確保方策についての設定はございませんが、守口市におけ

る子育て支援サービスの充実を図るため、教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業を実施できる

多様な事業者の新規参入を支援するほか、民間施設等においても特別な支援が必要な子どもの受入れ体

制を構築することで、引き続き、良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を図ります。 
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 以上が、地域子ども・子育て支援事業の前期計画に設定のありました１３事業となります。 

 以降の法改正により追加となった、（１４）子育て世帯訪問支援事業、（１５）児童育成支援拠点事

業、（１６）親子関係形成支援事業、（１７）妊婦等包括相談支援事業、（１８）乳児等通園支援事業

（こども誰でも通園制度）、（１９）産後ケア事業の事業については、次回の会議にて提示する予定と

しております。 

 以上が、第６章 子ども子育て支援事業計画の説明となります。以上でございます。 

○久保田委員  ありがとうございました。 

 委員の皆さんは、何か御意見等ありますか。 

○邨橋委員  さっきの続きで保育保健センターの廃止なんですけど、よろしいですか。 

○久保田委員  児童センターのほう。 

○邨橋委員  児童センター、児童センター。 

 この本を御存じですか。この本は２０年前に出された、違うわ、今から４７年前に出された本なんで

す。ここにあるのは、世田谷の羽根木プレーパークがどういうふうにできたかということが書かれてる

本なんですね。 

 ここでやっぱり言われてるのは、「子供たちが自分で責任を持って活動することが子供たちの知性を

育てる」ってはっきり書いてはるんです。だから子供たちが、自分で考えて行動する場を保障してあげ

ること。特に小学校以降になったらそれができるはずなんですね。そういう場をどこでつくってあげる

かということになってきたときに、学校では当然無理です。やっぱり学校の決まりルールがあります

し、先生たちがいらっしゃいます。だったら、児童センターの中にプレイリーダーみたいな人がいて

て、子供と一緒になって遊ぶことをやるのが一番子供たちが主体的に活動できるんじゃないかなと思い

ます。 

 これと同じプレーパークなんですけれども、実は、２０２２年のＮＨＫのドキュメントで、もう一度

見たい番組リプレイのナンバー１になってるんですね。「どろんこパーク 雨走る子どもたち」という

川崎市のプレーパークを取材したドキュメントがもう一度見たいと。それほど保護者の方の関心とか子

供の成長がそこに見えてたということです。 

 学校に居場所を見い出せない子、学校に行ける、保健室でも行けるとか先ほどおっしゃってた、そう

いう教室に行ける子はいいんですけれども、それでさえ行けない子供。また障害を抱えてる何かが、そ

の子供のペースに合わせて活動できる場としてあるからその子のよさが出るので、そういうふうな意味

がよく分かると思うので、ぜひ一度見ていただいたらいいと思います。 

 そして、この羽根木のプレーパークが、ちょっとメモしてきたんですけど、世田谷区の健全児童育成

事業の１つになってます。２０年ほど前に。そして現在も続いています。ということは、それだけ意味

があるということだとは思うんですね。行政が指導、そこに参加する意味があるという。 

 それと新聞報道では先ほど言った不登校の数。教育の機会均等法で、先ほど言ったような子供たちが

空き教室を利用して帰るようなスペースをつくるということも法律で定められてます。そこへ行った子

がそこで遊んで戻れる子ね、結構いらっしゃるはずなんですよ。ところがそこへすら行けない子供にど

うするねんっていう話になってくると、やっぱり児童センターとかそういった場所が絶対必要だろうと

思いますし、そこにいるファシリテーターというポジションで子供たちと一緒に生活をする方をつくる

ことがあるっていうのは、すごく大きい意味合いを持っていると思います。 

 そういう意味では、子供たちの自己肯定感を育てる場面であったりとかっていう子供たちが育つ場面

を潰す。学校に行けない子供がひょっとしたらそこに行けるかも分かんない、学校に戻すような政策は

やめていただきたい。だから、プレーパークみたいな子供たちが、もっと自己を発揮しながら遊べるよ
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うな機能を持った児童館に再構築していただきたい。ということは、廃止ではなくて建て替えでお願い

したいなと思います。 

○津嶋委員  私も今の話の関連にはなるんですけれども、この機能の検討というところで一文でまと

められてるんですけれども、小学生の遊び場としての機能は児童クラブ等で充実、充足しているという

ことで。ただこれを見させていただくと、令和５年度で延べ６，２３６人の小学生がこのセンターに利

用しているということで、やはりそこはただただ遊びの場であるんであれば、この一文のことで読むの

であれば、小学校に遊びに行けばいい話で、なぜこの館を利用している児童がこれほど多いのかいうこ

とも何が違うのかということで、やはりそこはすみ分けというか区分されてその機能性とか機能のいい

意味ではあるのかなと思うので、そこにもスポットを当てて考える必要があるのかなと思います。 

 遊び場っていう広場だけであれば、公園もそれで機能を果たしてしまうわけですし、暑さのことは先

ほど言いましたけれども、そういう意味でこういう室内であって、そういうところでむしろ各自治体で

もそういうところを少子化の中、これからの子供の育ちを考えて、そういう建物を逆につくっていこう

という方針を打ち出しているところも見られるので、そういうところでの守口市としての独自性とか、

そういうところについても、検討、下に書いてあるように、廃止も含めてあり方を検討するというふう

に経営プランには書かれてますけど、そういう廃止ありきじゃなくて、やはりもう一度そういう意味が

意義があるんじゃないかという視点も含めて考えていただくのも一つではないかなと思います。 

○邨橋委員  それとごめんなさい。１つ言い忘れました。 

 ＰＩＳＡの一番最初のとき、フィンランドが１位取りましたよね。フィンランドの小学校は午前中で

終わりなんですね。子供たちどこへ行くかと言ったら、近くの図書館とか児童センター行って、好きな

ことをして遊ぶんです。結局、そこで自分がやりたいことを見つけて、より深く深くやっていくこと

が、より深い学びにつながって、今文部省が目指してる、より深くつながっていくからこそ、フィンラ

ンドが１位を取れたんだという報告もされているということは、ちょっとここでお伝えしておきたいな

と思います。単に自分の興味を、より深い興味を家庭で買うのは大変だろうから、いろんな本を見てい

ろんな知識を吸収していくことであったり、簡単な実験をすることで「あっ」って発見する機会は学校

ではなかなか実験が進みづらいというふうに聞いてますので、そこでそういうふうなファシリテーター

的な人がいて、いろんな実験をするのであれば、より理科を嫌う子供たちも少なくなるのかなとは思い

ます。 

○事務局  こども家庭センターです。 

 小学生の遊びの場としての機能について廃止させていただきたいというところで書かせていただいて

る内容の中なんですけれども、おっしゃるように、たくさんの小学生から利用をいただいているところ

です。 

 その一方で、実際使われてる方というのは、梶小学校の校区内にある児童センターですので梶小校区

の方が９５％以上の利用となっております。と言いますのも、本市ですと、基本的には小学生は校区外

に遊びに行ってはいけない、放課後は校区外には行けないというところもありまして、どこの学校の方

に来ていただいてもいいんですけれども、現実的にはもうその梶小校区の方がほとんど利用される施設

となっているということです。 

 そういった意味合いもありまして、児童館としての児童センターの現在の機能としましては、体育館

があったり運動場があったりというところがあって、遊びの場として非常に子供たちには人気のあると

ころではあるんですけれども、そういった機能については、児童クラブの登録児童室の機能でもほかの

校区の小学生についてはこちらでカバーさせていただいているところではございますので、そういった

ところにシフトできないかというところで廃止とさせていただいているところでございます。 

○邨橋委員  いや、だから私はその逆言ってるんですよ。 
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○事務局  先生がおっしゃってるところは、はい、そうですね。 

○邨橋委員  できないからこそ、子供たちが自分でできる羽根木のプレーパークみたいな場所をつく

ってあげてほしいと言ってるんです。 

 そのことについては、先ほど言ったように、ＮＨＫのドキュメントで凄く評判を取ってるというのは

事実ですし、そこは川崎市のプレーパークです。行政がそこに関わってるからこそ、発達を持っている

子供たちがうまくコミュニケーションを取る方法であったり、地域のおじさんとうまくコミュニケーシ

ョンを取ってすごいアート的なものをつくってたりという場面が出てくるわけですよね。そういうこと

に機能を拡張してほしいってお願いしてるんです。 

○久保田委員  どうでしょう。これに関連して何かほか。すみません。また小学校関連で。申し訳な

いですけども。 

○横山委員  先ほど言ってたように、基本的には小学校の放課後については、校区外に行かないとい

うことがあるので、恐らくここ梶校区にある梶小のお子さんが集まってるんだろうなとは思います。 

 児童クラブ等で放課後の居場所ということでそこでもいろんな活動とかはしてもらってるんですけれ

ども、やっぱり一定狭い空間であったりとか、なかなかそこで子供たちが楽しく何かを探求できるかっ

ていったらそこは非常に難しいところかなとも思います。 

 先ほど不登校のお子さんも行けるようなところがあればっていうことだったんですけども、市教委の

ふれあい教室で梶小の一部を使って不登校の対応の教室があるんですけれども、そこもやっぱり保護者

が送っていかなければならないっていうとこがあるんです。今のこの状況を見ててやっぱり働いてるお

うちの方も非常にたくさんいらっしゃって、そこに１０時、３時で送って行って迎えに行くというのが

非常に。本当に学校に来れないお子さんがそこに行ったらいろんな活動をしながら学習ということもで

きるようなんですけど、なかなかそこも難しいところがあるので、そういう本当に働いている保護者の

方とかもたくさんいらっしゃるのかをどう支援していけるのかなっていうのも含めた政策とかを打って

いく必要性はあるのかなというふうにはすごく思います。 

○邨橋委員  そういう意味では、自分で興味を持って行ける場所として、やっぱりそういう場所は欲

しいですよね。 

○横山委員  そうですね、はい。 

○邨橋委員  小学校ぐらいになったら、ある程度は校区内であればできるわけやから。だったら、や

っぱり何かそこに行って自分がやりたいことをやれるっていうところでない限り、それは無理ですよ

ね。ということは、コミュニケーションの場をどんどん奪っていく結果になってしまうと思うんですよ

ね。 

 そのさっきの不登校の子供たちの新聞報告の中に、奈良女子大の伊藤先生という方が、居場所の確保

が必要であると言って、安心・安全な環境をつくることも大事だと述べています。居場所というのは自

分を自由に出していい場所なんですよね。でも、やっぱり学校という限られた空間、あるいは今までそ

こがネックになってた空間で出せるんかという話ですよね。だったら、それと違う場所でやっぱり何か

保障してあげるものを行政としてはつくってあげないと駄目だろうなとは思います。 

 大人が考えてる遊びというのは、このさっきの羽根木のを見たら分かるとおり、すごい限度的なんで

すよね。子供が池掘ってそこへ水溜めてプールやって言って遊んでる。泥んこでも遊んでる。でも帰り

にちゃんと流せるシャワーがあれば、ある程度衛生管理もしながら、子供たちが自己発揮しながらでき

ることであるとか。木の上に登ったりすること、本来だったら学校だったら多分禁止されますよね。で

も幼稚園は認めてますけども。でもそういうことができるという場所が、その子にとっての居場所だろ

うなとは思います。そこはやっぱり大事に一人一人が出せる場所ということで、ぜひやってあげてほし

いなと思います。 
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○久保田委員  今までのお話だと、結局学校ではないサードスペース的なところとしての機能という

のが何か必要だっていうことだと思うんですけど。ただ現状だと、多分梶小校区が９５％ということ

は、あまりサードスペース的では多分ないと思うんですよね。 

 多分それなので、市の提案としては、もうほとんど放課後児童クラブとあまり変わらない機能なんじ

ゃないかということで、もう小学校のほうにして、結局地域子育て支援拠点のところをどこかで引き取

ってもらえればというふうな提案だと思うんですよね。 

 他方で、この児童センターでそういうのをするという手もありますし、あと結局放課後出て勝手にや

っぱり小学校を移動させるのもいろんな校区外まで移動するのも大変だと思うので、なんかもうちょっ

と本格的なそういったプレーパーク的なものを、この話以外のところで別に立ててもいいような気がす

るんですよね。もうちょっと、そんな場所的にどうなんだろう。子供の動きとしては動きにくいですよ

ね。そのような気はするんです。僕も大学でしか守口ってあれですけど。何か場所的に、もうちょっと

動きやすい場所にそういう何か、それこそフラッグシップ的なものを立てるというふうな計画のほうに

してもいいのかなと。 

○邨橋委員  だから、これを１つの手がかりとして。 

○久保田委員  拠点にして、手がかりにして議論を始めてもいいのかなと思いますね。 

○邨橋委員  守口独自のそういうふうなプレーパークみたいな、子供たちが自由に遊んで自己発揮で

きるような場所というのをどうつくっていくかと考えればいいかと思います。 

○久保田委員  そっちの議論にしてもいいのかな。何となく、そこに何かつくってもそこまで、あそ

こあの場所だと何かいま一つのような気もしないでもないのが。結局、ここの同じ小学校の子がいるだ

けのような気もしないでもないので。そっちの議論にしてもいいのかなとはちょっと思いますけどね。

○邨橋委員  だから、そこから違うところに建て替えるという話ですよね。 

○森委員  小さくてもいいから、いろんなエリアに子供たちが行けるような場所をつくってほしい。

どんどん大きな行けてた施設が解体されて、もう近くになくなってきてるので。それは子供たちにとっ

てかわいそうだなって。 

 私は日吉公園あたりの人間なんですけど、日吉公園がやっときれいになって子供たちが本当遊んでる

んですけど、では雨のときはどこへ行くのかって言ったら市役所、この地下のコミュニティセンターで

遊んでます。そこにいっぱい集まると、やっぱりほかの人たちも使ってるので「静かにしなさい」って

言ってやっぱりちょこっとしたことしかできなくて、すぐ外に行くんですけど市役所の周りを走り回っ

て遊んでます。だから、確かに子供たちの遊ぶ場所が少なくなってるので、この児童センターは遠いか

らっていうのもありますけど、本当に小さなものを幾つかつくってほしいなっていうのはすごく思いま

す。 

○事務局  各委員のほうからいろいろ御意見賜っております。ありがとうございます。 

 先ほど横山委員さんのほうからおっしゃられましたように、梶小学校区に児童センターがございまし

て、また放課後におきましてはその学区内で遊ぶというのが一つ基本となっているところでございま

す。これも重複しますけども、梶小学校の子供さんたちの利用が非常に大きい。 

 その代わりですね、先ほど申し上げてます登録児童室というのが守口市ございまして、これは無料で

利用できるという中で、各１年生から６年生の児童につきまして、学校の余裕教室を活用し、いわゆる

市民パートナーと地域のボランティア的な形での地域支援員ということで、しっかりと子供を見守りつ

つですね、先ほど邨橋委員もおっしゃってましたように、子供たちの遊びを保障する場というところで

ございます。こちらを見学しますと、子供たちが宿題をしてたりとか、絵本読んだり漫画を読んだり、

付近でドッジボールをしたり。またときには放課後児童健全育成事業、これ有料の事業でございますけ
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れども、入会児童数との連携があったりとか。またいわゆる行事、イベントごとですね。季節のイベン

トなども登録児童室で行っているというようなところとなってございます。 

 またですね、森委員も今おっしゃられましたように、公園ということで、本市におきましては、公園

のリニューアル、子ども子育て支援のためにですね、そういう目的も兼ねリニューアルしてございま

す。大枝公園とかよつば未来公園とか、御覧いただきますと非常に家族連れで人気のある公園となって

ございます。こういった部分での子供たちの遊びの場の提供であったり。 

 さらに守口市で言いますと、かなり道路狭隘でボール遊びができないような状況でございますので、

ボール公園ということでネットを張りまして、地域の子供たちが遊ぶ場という部分も今環境整備してい

るところでございます。こういった中で、児童センターにおきましては、一つそういった役割は終えた

のかなというところで今御提案させていただいているという背景でございます。 

○邨橋委員  ごめんなさい。私は建物を潰すのが問題にしてるわけじゃなくて、児童センターをなく

すというのが問題だと言ってるんです。児童センターをどこに建てようが、それは私はいいんですよ。

だからそういう機能を持った施設をつくってあげてほしいというだけの話です、はい。学校に行けない

子供いてるのであれば、学校に行けない子供が行ける場所をつくってあげてほしい。 

○久保田委員  そうした意見も含めて、ある種共通してるのは、子供の遊び場というのを保障するよ

うなことは、この１個の建物をどうするかという話ではなくて、子供の遊びを保障するような守口市と

いう方向性でいろいろなことを考えてもらえればなというふうに思います。 

○津嶋委員  今まとめていただいたように、いわゆるこの意見としては、機能として今かけてるって

いうか足りていない、不足しているような部分も含めて、大体の、うちも含めてやはりそういうものを

目指して考えていただくというのが大切になってくるのかなと思うので、はい。それは先ほどの場所の

ことであるとか、いろいろ今の構想はあると思うんですけども、しっかりとそういう機能をつけて、た

だただ廃止で小学校でっていう話ではないというところかなと思うんですね。 

○邨橋委員  だから、そういうシステムをきっちり管理できる部署をつくってほしいなと。 

○久保田委員  それ本当に、その方向で考えていただきたいなということで。この１個の建物ってい

うとどうしてもいろいろあると思いますので、いろいろ老朽化してるとか場所的にもっていうのもある

と思います。こうしたその機能のものを、小学校以上の子供たちのサードスペース的でしっかりと遊べ

るようなところをちょっと考えていただけたらというふうに思います。 

○津嶋委員  にじいろ認定こども園の件よろしいですか。 

 これ計画では、東部エリア、中部エリア、南部エリアということで、先ほども細かく確保方策と量の

見込みも説明いただいたんですけども、実際にやはりこれ先ほどからの答えとしては、南部地域を除い

て皆足りていないっていう部分で言われてたんですけども、これ実際にやはり民間園に委託していこう

という方向性の中で、そもそもそのエリアについてバランスを取ってこなかったというのが正直あると

思うんですね。 

 なぜかと言いますと、この前の私立保育園の３園お願いしたいということで、どこかに委託したいと

いうことで開設をしてもらいたいということですけれども、結局のところ株式会社が３園取りましたけ

れども、実際私もそれは予測していたんです。やはり駅に近いであるとかですね、利便性のことはやは

りまず第一義的に出てきますので、ほぼほぼみんな南部に集中したんですね。実際駅前にそれが建つわ

けですけども、そういうところからすると、この数字が、そのときには募集をかけるときにエリアは多

分募集の条件には当てはめていなかったと思うんですね。多分実際それ、そうだったと思うんです。そ

の結果、やはりそれを受けたところはですね、どういう立地がいいかと。 

 今、幼稚園とか保育園業界では、「安・近・長・新」というのが言われてまして。一つは安い、安。

近い、近。長というのは長時間預かってくれる。新というのは、新しい施設。これがいわゆる保護者の
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ニーズ。冗談ではなくて、我々の、いわゆる保育士不足も言われてますけども、少子化の中で今度園児

の獲得が難しい、確保が難しいという時代がやってきてるんです。法人でももう潰れてるところは全国

で言えば出てきてますし、こういう中で、そういうことを考えれば、やはり近い、駅近で利便性が高

い。新しい、全てこれ当てはまると、そういう場所に来てしまうんですね。だから、何も不思議ではな

くて、私もそういうふうに予測してましたし、実際にそういう現状がある中で確保方策ではちゃんとエ

リア分けがされているので、そういう意味で言うとね、結果蓋を開けてみれば、そこへ来たところは確

保ができるわけですけど、それ以外のところはそもそもそこには足りない状況が生まれてしまうという

ことも一つあると思います。だから、このことも踏まえてやはり考えていただかないと。これまたね、

これに付随したいろんな課題というのはまだあるのでこれでは終わらないんですけども、ここの部分が

その計画としてどうなのかというところなんですけれども。 

○久保田委員  実際なんか、やっぱり提案されたエリアで評価をね、点数を埋めるみたいなところも

ありますからね。要するに、大体みんなで出したいところは同じようなところを出したいわけでね、長

期的に子供がいっぱい来るようなところに出したいわけですけど、でも実際現状足りてないところが別

だったら、そっちを提案したほうが点数高くするみたいなね。そういうふうなところをやってるところ

がありますので。ちょっとその辺り、守口市で最初選ぶところまで僕はどうなってるか知らないんです

けど、そういうことを考えて、今回もう決まってしまったんでね、それはあれですけどね。いろいろ考

えてもいいのかな。 

○邨橋委員  守口市へ委託業者の方が電話したとき場所はどうなんですかって聞いたら、場所はどこ

でもいいですからつくってくださいって返事をされたというのは、又聞きしました。ということは、何

しか数だけこなせばいいんじゃないかという体制なのかな。 

 見てもらったら分かるとおり、子供のピークは令和４年なんですよね。令和６年って言われてました

けども、実際に０歳から４歳の数を見たら、令和４年がピークなんですよ。そこからは全部下がってい

ってるんですよ。なのに去年、新しい保育園をつくりましたよね。小規模もやりましたよね。それでな

おかつ、まだ足りないから民間移管にして定員確保。絶対反対ですよ。それやったら、もう令和１１年

には全ての数を１号と２号の予定員で賄えるのであるんやから、それまで我慢するということであと４

年間我慢すればいいわけやから、何も民営化する必要はないとは思います。 

 それとあと、民間園が受ければうまくいくっていうふうに全部書いてます。民間園、そんな簡単には

いきません。お金がありません。物価高やから、最低賃金、年度途中で上げられて給料上がる。おまけ

に採用はできない。採用するための費用が１園当たり４００万円から５００万円。子供たちの保育のと

ころにかけられる費用を組み込ませて採用してやっともってる状況なのに、簡単に民間移管すればいい

というふうに、民間移管に全て任せるような書きぶりはやめてほしいなと思います。 

 既設園が保育士採用を順調にできたなら、この８月現在で、今までの去年の統計ではクリアできてた

んですよね。去年のね、募集人員で。今年比べてみますと、今年は今まで弾力化運用といって上乗せし

て取れたのを定員に合わせろという指導が入ってますので、みんな各園遠慮して定員で出してきまし

た。そしたらトントンです。先生の数もちょうどです。ということは、みんなそれなりに頑張ってやっ

てきてるわけです。なのに、また新しい園をつくるのかという話になってしまう可能性がありますよ

ね。あと数年弾力運用頑張ってやれば、問題なくこの数字はクリアできるはずなのに、何で今慌ててそ

こに弾力運用を止めて定員と実員の数合わせを求めてくるのか。そんなに急ぐ事業ですか。国が言った

からってすぐしないといけない事業ですか。 

 待機児童を抑えられるのであれば、そこはもう少し市としても、市会議員さんが言うのであれば、市

民の方が言われるであろうが、やっぱりそこはちょっとこれから先のことを考えていけばいいと思うん

ですよ。もう既に令和４年で０歳から６歳の数が７，６６１人から、翌年度は７，６４７人、７，５８
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９人とどんどん下がってます。その中で施設をつくっていくという方向で動くというのは、おかしいと

違いますか。既設園が頑張ったらいけるような体制を取れればいいんやけども、新しい民間移管をする

ということになると、新しい事業者が入ってくるかも分かんない。その事業者がどういう行為をするか

も分からない。その危険性っていうのもあると思います。 

 それと、もうここでは絶対言わせてもらいますけども、保育者採用がこれうまくいくかどうかの重要

な論点なんですね。いつもこの論点になると、補助金の話が当然出てきます。事務局からちょっと待っ

てください、それは論点が違いますって止められてしまうんですね。今回は言わせてください。結局、

保育士確保のための補助金４０万円出ますって、新卒に４０万円出ますって言ってるけども２０万円は

園が負担なんですよ。新卒採用すればするほど、この２０万円が人数分上乗せになってきます。そこへ

持ってきて事業者を介すれば、１人当たり１００万円とかかかってくるわけですよ。こういう対策をぜ

ひ何とかしてほしい。 

 考えてもらったら分かるとおり、大体が新卒の先生、１年目で大体３００万円ぐらいなんですね、ち

ょっとましなところで。３人採用すれば３，０００万円です。１人採用できる分、ここで食っちゃうわ

けですよ。それは先生足りませんよね。 

 それともう一つ、久保田先生はよく御存じだと思うんですけども、学生さんの数が減ってます。どん

どん減ってます。その中でどんどん施設を増やして定員を増やして食い合いをさせられてる私たちなん

ですよね。ちょっとそこは考えて公立としてはやってほしいなとは思います。行政としてはやってほし

いなと思います。今まだ各施設余裕があります。公立園を廃止するのは、多分お金がないからでしょ

う。違いますか。単にお金を浮かすために。 

○事務局  財政効果は一定書かせていただいておりますけど、それが目的というあれではないんです

けど、財政効果は一定見込まれます。 

○邨橋委員  ですよね。それ以外の効果がちゃんと生まれればいいわけやから、この１億６，０００

万円ほどを民間に全部配布してください。それで先生を採用して、それだけの分吸収できるはずです。

そういう意味では、民間移管は私は廃止してほしいと思います。 

 もしどうしても残すというのであれば、民間園にとってモデルとなる園をつくってほしいんですね。

それはさっきも出ている障害児が増えてきたとか、コミュニケーション能力がうまく育ってない子供た

ちをどう保育しているかというのを、民間園は若い先生が多いです。公立の園ってみんな割と年よりの

先生ばっかりですよね。それだけ能力あるはずだから、そこでモデルとしてこういうふうな指導をすれ

ばいいんですよって教えてくれればいいと思いません。そういう施設をつくるのであれば、反対とは言

いませんけれども。でもそれですらできないのであれば、もう公立園として民間移管するというのは反

対ですよね。 

 もうこれから先、少子化がどんどん進んでいく中で、今目指すべきなのは何なのか。もうずっと言っ

てるのが、子供が少なくなったときに、どう園をたたんでいけるようにするのか。どう周りの辞めてい

く園をサポートしていったらいいのかを考えてくれってずっと言ってたけども、それはないですよね。

そうじゃなくて、民間園を民間移管して定員を増やす。新設園をつくって増やす。新設園３園も反対と

言ったのに、実施された。小規模も実施された。そういう状況だということは、よく委員の先生たちも

知っとっていただきたいなと思います。本当に愚痴ですけれども、今までそういう話をしようとしたら

全部止められてたので。はい、よろしくお願いします。 

○事務局  今回の移管につきましては、新たに保育が確保方策が足りてないと。子供の数も将来的に

減っていくというのは行政のほうも認識しておりますので、公立で持つのではなくて、新たな施設を認

可するとか募集するとかっていうのではなくて、民間移管をしてこの確保方策を一定柔軟に対応してい

きたいというところで出させていただいております。 
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○邨橋委員  これ申し訳ない。だから、先生が採用できない分、採用できてればカバーできるって言

ってるんですよ。何でそっちを取らないんですかね。先生の採用のほうの補助金を。 

○事務局  ですので今回の確保方策の中身はですね、その民間移管に関する効果額につきましても、

新たなさらなる保育士の確保方策の充実っていうところも我々としてはセットで打ち出していきたい

と。当然受入れが民間施設でのさらなる受入れが必要になってくるというところですので、民間移管だ

けでっていうことではなくて、加えてセットとして保育士の確保方策であったり研修とかしっかりさせ

ていただいたりとか、巡回支援とかっていうところもセットでやっていかなければいけないというとこ

ろで、セットで出させていただいてると。 

 行政といたしましては、現在その確保方策が足りていない部分につきましては、このまま放置という

のはやっぱり行政としてはできませんので、これをどのように市として確保方策を図っていくかってい

うところはしっかりと考えていかなければならないというふうに考えておりますので、その中で東部に

つきましてはにじいろを移管して柔軟に受入れを図っていきたいというところではさせていただいてる

というところで御理解いただければなというふうに思っております。 

○邨橋委員  民間園としては、公立園を受けて、うち全部面倒を見ますということはどこも思ってな

いですよね。それよりも、定員を引き下げられることをやってる園は定員クリアです。定員が足りな

い、先生が足りない園、そこの先生が入れば当然受入れができます。１号と２号の余りの数と３号の不

足分、ほぼトントンでしょう。これをうまく調整するように働きかける補助金を出すほうが、本当は早

いはずなんですよね。これも前から言ってます。施設改修の補助金と先生採用補助金を早く出したら、

それしなくて、新規つくらなくてもいい。つくればそれだけのまた補助金、建築の補助金が要ります。

でも出しましたよね。ちょっとそこらは、もう少し考えていただきたいなと正直思ってます。私たちが

ここで何をどう言っても流れていくんですから。私たちは何のためにここに出るんですかね。 

○津嶋委員  施設、公立を廃止して民営化をするということはですね、私たちも、いわゆる行政とし

てのメリット、財政効果はよく分かるんですけどね。ただいまのこの状態、いわゆる少子化を目の前に

していて、子供も今、平成２９年の４月からこの守口が無償化をしたので、そこからは一気に増えてい

ったんですね。０歳から５歳児は。毎年１００人ずつは増えていってたんですけども、もう今いよいよ

微減に、減少に入ってきているんですね。これは、制度が一定年数がたってきたことと、それともう一

つは、周りの近隣市もこの乳児の無償化をやっていこうという、これはやはり獲得や少子化の下、園児

の獲得・確保、自治体としての生き残りをかけて人口増を目指すということで、こういうことが始まり

つつある。実際に始まってるんですね。 

 ですから、こういうことを読み込んだときに公立を廃止して民間って、行政としては、確保いわゆる

数の確保ですね。受入れ皿の確保をしたいということは分かるんですけど、私どもにとっては、いろい

ろなほかの各市も含めてですけれども、企業が入ってきたりとか参入してくるということは、ここから

競合が始まるんですね。競争が。この中で、いわゆる経営とか運営という意味が持つのかどうかってい

う話になってくるんですね。それを上回る状況の子供の数であるとか、いわゆる経費ですね。補助や給

付費の部分が入ってくるのであれば、ここは何の心配も要らないんですけども、我々としては今後これ

が本当に維持できるのかという状況に入ってきているので、この数字からも私冒頭言わせていただいた

ように、そのバランスのこともまず考えていただかないと、ここにどんどん建てば乱立すれば、そのう

ち近辺にある保育園や幼稚園や認定こども園はもちろん園児獲得に苦しむわけですし、それがコンパク

トにしていけばいいといっても、すぐに教職員を切るわけにもいきませんし。 

 逆に、先ほど言ったように特別支援とか支援を必要とする子供たちが今現状増えてきているわけで

す。そこには必ず入ってきてからしか分からないところがあるんですね。集団生活が始まって、まだこ

の子にはマンツーマンのレベルが要るなとか、先ほどの基本生活習慣も含めてまだ人が必要だってなっ
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たときに、その保育士の確保はやっぱり今できない。それは現に民間移管をした３園の保育園について

も、いまだこれネット上で私の知る限りの園長も募集してまし、あと保育士も正職員もまだ募集をかけ

てる状態。この今４月からスタートする施設が、未だに募集をかけてるわけです。まだ獲得できてない

んですね。だから、これが今現状ほかの施設も含めて全て保育士を確保したいということでかけるわけ

ですから、行政としては先ほどの確保政策として補助金を出そうとか、４０万円のこともしかりです。

それぞれいただいてるんですけども、私たちはそれを上回るその危機感というか、そういうところが打

ち勝ってしまっているので、なかなかこれでもってまた新たに民間移管、どこが来るか分からない。で

すから、既存の園で声をかけたときに、実際に今まであった園がどこも手を挙げていないんです。それ

をやりましょうという。これはやはり先の見通しというか、先行きが不透明なことがやはり分かってい

るからだと私は思っているんですね。 

 だから、そういうことも含めて今本当に次計画で見ますと、令和９年からのスタートですかね。いろ

いろ民間移管して、計画で。そうなると、これからの数字というのは、非常に人口動態が大事で。まさ

に近隣市も乳児の無償化を始めたときに、全て今度は転出とかですね、どんどん増えていく可能性もあ

るわけで。こういったときに、守口市として計画どおりの人数、確保方策、それが合致するのかという

ことなので急ぐ必要はないのではないかと。長期的なスパンでもってシェアでもって、今必要なのかど

うかっていうことは考えていただく必要があるんじゃないかなということを申し上げているところで

す。 

 ですから、そのことも含めてトータルに施設がどれだけキャパがあるのか。それで先ほど言いました

ように、守口はどこでも行けるから、どの場所でもいいって言っているのであれば、保護者はどこでも

選ぶはずです。だけども一方では、行きたいところに行けないという保護者の方もまだたくさんいらっ

しゃるので、これはミスマッチということになります。待機児童はゼロとうたっていても、やはり行き

たいところに行けるかどうか。ですから、建てたからといって全てそれがそこで潤うかどうかというこ

とはやっぱり分からないですね。だから、そこはまた企業努力であるとか、私どももできる限りの受入

れができるように努力しているのも事実ですし、特別支援の子供たちも実際に応諾義務もあります。そ

この部分は受け入れたいのですが、実際に保育の安全性とか、そういうところから考えると、やはり保

育士がいない中で受け入れてその子供にけがをさせてしまう、こういうことがあってはならないので、

こういう意味で御説明をして、受け入れたくても受け入れられない現実があると。これはどこの施設も

同じ悩みを持っていますので、こういう部分でやはり新たにそういった施設の受入れ施設であるとか、

わかすぎ園という、そういういわゆる知的障害を持つ子供たちを受け入れる療育施設もあるんですけ

ど、そこもいっぱいで入れない状況があるので、そういったところも特化して守口市としては考えてい

ただきたいです。 

 公立園の意味・意義というのは、これはセーフティーネットとして３園は残そうということで前の市

長がちょっと話し合いの民間移管ときに、公立３園はセーフティーネットとしてそういうことで受皿に

しよう、受けていこうと。だけども今は、これは全て民間移管といったことになれば、今お話にも言わ

れていた特別に支援が必要な、配慮が必要な子供は全て民間で受けることになるんです。だから、これ

民間の体制を整えていなければ、民間に委託してお願いしますというふうには書かれたとしても、民間

は受けれませんとしか言いようがないです。だからこういう問題が本当に解決できるかどうかを真剣に

議論して、その中でこの決定を見ていただきたいなというのが本心というか私の思いです。 

○邨橋委員  だけど、ちょっと多分無償化の経緯は御存じないと思うのでちょっと説明しますけれど

も。守口市は平成 2７年に０歳から５歳まで無償化にしたんです、小学校行くまで。当然小さい子供た

ちがただで預けられるのであればというので、門真からいっぱい移られました。守口の人口は増えまし

た。おかげで待機児童は大変でした。一挙に二十何園でしたかね、小規模をつくるという時代になって
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ます。その後令和２年にというか、具体的には、令和元年１０月１日から国の無償化が進みました。国

の無償化が進んだことによって、３歳４歳５歳は保育料要らなくなったんですね。守口にいてた３歳４

歳５歳がでられました。ただ、０歳１歳２歳の方はまだ無償なので入ってきはります、という状態なん

です。 

 ところが、令和７年には大阪市は多分無償化になると思います。もうほぼ決定です。それと同時に、

寝屋川も無償化やりたいと言ってます。乳児は無償化。門真も乳児の無償化を進めたいんやけどもとい

うことで、財政的な負担が大きいからということで今とどまってますけれども、近隣市が無償化を進め

るとこの０歳１歳２歳の数も減ります。としたときに、今ほかから入ってきてる０歳１歳２歳が入って

きている状況でもう既に４年でピークなのに、ますますそのピークの落ち方が下がってくるとすると、

あとは保護者が働きたいっていう要求がどれだけ上がるかだけが課題になってくるんですけども、国は

大体８０％から８５％で頭を打つやろうという想定で行ってますし、多分市もその想定で計算されてる

はずなんですね。するとこの数字よりももっと子供の数が減ってくる。ということは、当然、待機児は

なくなるだろうし、利用申請の数も減ってくる可能性はすごく高い。その中で、定員拡大をしていくの

か、既設園でそこを吸収するような動きを取れないのかっていうのが私が言ってる話なんです。 

○津嶋委員  ですから、すみません。この先ですね、子供が減ってきて数の見込みが大きくずれてき

たときに、民間園が乱立していろいろと建ってしまった上に、必ずその園児が不足するところが出てき

たときに、運営や経営まで補償をしていただけますかというのが、民間の立場なんです。 

 ですから、民間園に移管するというのも、公立が調整弁になって、それを公立を閉じましょうという

こと、これは市のところへの財政的な課題とかも、閉じることによっての財政効果もあると思うんです

けれども、民間園は、いわゆる運営経営というのがついていますので、これ閉じますというのは、いわ

ゆる潰れる、企業で言えばいわゆるもう潰れるね。廃園ですね。結局こういうことになるので、こうい

うところの保障。いわゆる減ってきたことによって、そこまで保障をしていただけるのであれば、私た

ちもそこは頑張りましょうということになるんですけど、そこは誰も責任は取っていただけないと思う

んです。この辺りの問題については、これからの数のことは、非常に大きな問題・課題になってくるの

で、今言っていることは、支援の必要な子供に対するその受皿のこともそうですけども、民間が全て、

全部公立を廃止して民間になってすれば、もちろん間違いなくそういう子供たちを受け入れる体制を整

えなければならないので、それがかなうのかどうかということは、各施設に聞いていただいたら分かる

と思うんです。今の現状でその保育士を確保することはまず無理だと考えています。 

 ですから、そういう一つ一つの課題と現場の状況というのは、やはりまず知っていただく必要がある

と思いますし、行政もそのことを含めて支援政策を今いろいろ考えていただいてるんですけども、これ

が叶ったときに私たちも賛成はできると思うんですね。だから、今の状況というのはどういうところに

あるのかということを、もう少し長い目で見ていって、そこにもって努力として私たちも保育士の確保

ができれば、それはそれぞれの園で何人受けれます、これ調査をしてるんですね。実際に我々独自に。

実はこういうこともかなうように、そこは行政等でタイアップしながら、これだけは必ずそれで支援を

いただけるのであればやりましょうということは言えると思うんですけども、実際にそれとその部分が

ね、担保をいただけなく、それで増やしますっていうのはもう今は時代錯誤になっていくのかなと思い

ます。これは各自治体、ほかの自治体も同じように今声が上がっている状況で、我々の認定こども園や

幼稚園・保育園としては、どういうふうにこのあと存続していけるのかっていうことにはなってくるの

で。この数の見込みというんですかね、これがどう推移していくって、非常に結構ぶれてますよね。言

うたら数字、先ほど会長も言われたように。言うたら、ここの見込みが全くびたっとね一致して、それ

ちょっとまたミスマッチというか、本当にそれが数があるから全てそれが吸収できるかいうこととはま

た違ってくるのかなと思っています。 
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○事務局  繰り返しにはなるんですけども、やはり今現在、確保方策が足りていないというところも

ありますし、それを柔軟に対応するというのを加えまして、本市の行政経営プランにおきましてもです

ね、市内の保育の受皿の確保状況や市の職員の確保、退職状況を踏まえて、順次民間移管するという基

本的な方針の考え方がございます。その中で、現在足りていない確保方策について民間移管することに

よって柔軟に、一時的には柔軟に受入れすることができると。それを、現在本市のほうでは新たな保育

士を採用するというところもございませんので、そういった方を柔軟に活用して受入れ確保方策を整え

ていくと。 

 加えまして、障害児の受入れにつきましてもいろいろ御意見ありましたように、公立施設だけがその

役割を担うものではなくて、市全体としてしっかり受入れしていかなければならないというところで、

そこにつきましても、セットで議論していくべきものかなというふうに考えております。 

○事務局  今回御提案させていただいてますのは、今課長が言いました、一方でですね、この財政効

果といいますか、この浮いた財源を、全てとはなかなか申し上げられないんですけど、その分を活用し

ていろいろ民間園に本当に真に薬になるといいますか、そういうふうなものを充てたいなというふうに

思ってます。具体的にはちょっと若干ここに触れさせていただいておりますけれども、私が大事だと思

ってるのは、保育士の確保と、あと加配の部分に対する補助の部分だと思ってるんです。そこをいかに

この財源をもって充てるかということを担保していきたいというふうに思っておる次第でございます。 

○邨橋委員  ちょっといいですか。先生の職員の給与水準ですけども、民間の場合は大体２５万円か

らよくいって２５万円なんですね。公立だったら、大体２５万以上なんですね。ましてそこへ持ってき

て、賞与が民間で多いところだったら４か月、公立園だったら４．５か月。それに扶養手当、住宅手当

等がまたつきます。民間はついてないところのほうが多いです。こういうふうな給与条件の差がある中

で、どれだけ先生が民間園を雇えるのかなと私はちょっと思ってしまうんですよね。採用しても来ない

んですもん、現実に。給料を上げようと思っても、人件費比率が７０から８０に入ってしまうと、もう

それこそ園は潰れる目前ですよね。今大体７０近くでいっている園が多いと思います。一部超えてると

ころもあると思う。それでなおかつ、先生の採用を進めろ、誰でも通園も目の前に来てるから守口は実

施の方向で検討するために民間に協力をしてほしいとか、できますかと正直思ってしまいます。どうで

すか。 

○事務局  今回民間移管の方針を出させていただいておるんですけど、一昨年ですかね、保育所を公

募したときには、やはり応募団体の事業者も複数ございました。外島の移管につきましても、事業者も

含めて応募がございましたので、保育士確保、いろいろ御苦労されてるとは思うんですけども、確保さ

れている事業者もございますので、そこは市としてしっかりバックアップをさせていただければ確保に

つながるものではないかなというふうには考えてございます。その中で、新たな新規認可というのは、

我々も今後の少子化を踏まえると新規認可ということでは当然ではないというふうに考えておりますの

で、民間移管という形で出させていただいてるというところで御理解いただければなと思います。 

○津嶋委員  先ほどの答弁の中での、いわゆる特別支援についても公立だけが担うものではないとい

うこともおっしゃってました。もちろん私たちも今努力してやってるところなんですけれども、今市が

進めようとしているのは、公立を３園あったのを１園廃園、廃止すれば移管、もう１園を移管、何度も

繰り返しなりますけど、全て民間で担う状況をつくっていくというか、そういうふうな方向性にいって

るので、そこはあえて先ほどの言葉で言えば、今度は民間で全てそれを担ってくださいねということに

なるので、こういうところの今難しさがあると。 

 それと、これ以前も邨橋委員が言われたことありますけども、支援の要る子供たちが確定するという

か入園が分かってくるのが、一番遅い子だったら４月前の２月ぐらいとかになってくるんですね。そう

なってくると、もうそのときには私たちも子供たちを受け入れるための人員の配置はもう終わってるん
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ですね、募集。その後でそういう形になったときに、それが受け入れられるかどうかという課題・問題

が出てくるんですね。こういうことも、私たちもそのお母さんの思いも含めて入園したいんですけど、

この時期的にそれが募集というか申込みをされて後から来られるので、その前にはもう１号の、園で言

うという１号認定の幼稚園由来の子供たちの入園が先に決まるんですね。その後に２号３号という保育

園以外の子供たちの入園が決まってくるので、こういうタイミングのずれが、今度はそのときにちょっ

とフォローが要りますとか配慮が要るっていうことが起きたときの、ここのまた人材の獲得が難しいと

いう、この問題も大きいんですね。 

 だからどこまでいっても、やはりもちろんインクルーシブで小学校と違って支援学級、通級と通常学

級というふうな分かれはないので、同じインクルーシブの同じクラスで保育を進めるという難しさがあ

るので、ここでもってまた保育の中の質をどう維持できるかとか、やはりそういう子供たちも含めて、

今までの民間であれば進めてきた保育の独自性とか特徴とか、こういうことも維持できるのかどうかと

いうことになってきます。いろいろな保護者からのニーズというか、それを思って入ってこられる方も

あったりとか。ですから、民間っていう一くくりで民間に委ねれば、すぐにスムーズにいくっていうの

ではなくて、民間は民間で努力を、自助努力もしますし、園児募集という努力も必要になってくるわけ

で。そういうところで、公立とのすみ分けというのがあってしかりではないかなと。 

 ですから、やはり公立は公立としての意味が、存続させる意味が私もあるのかなと思いますし、わか

すぎ園とかですね、いわゆる子供が民間の園に行きたいと言ったときに、そこでのアドバイスであると

か、発達相談の支援の相談では、公立園のほうがやはりこの子にとってはいいですよねっていう、人の

配置であるとか、その保育の内容であれば、そういうアドバイスを受けられてるお母さんも、もちろん

いらっしゃるんですね。だから、それが今度全てが民間になったというときには、そのお母さんがやは

り全て我が子のことを考えて合致したところを探さなければなりませんし、それが本当に受け入れてい

ただける体制が整っているかどうかというのについては課題が残るのかなというか、もうその時点の状

況によるので、そういうことになるので、こういう問題が必ず出てきますよということは私もここでお

伝えしておきたいなと思います。 

○邨橋委員  障害を持ってる子供を受けるってすごく難しいんですよね。保護者の人が理解してはっ

たらいろんな話ができます。でも保護者の方が理解されてない場合もよくあるので、そんなときに、

「お宅のお子さんはね」っていう話をしたら「何を言うんや」ってもう頭から怒られる方もいらっしゃ

る。そうかと思うと、うちなんかは、発達相談には必ず担任が行くようにしてます。行事等ね、大きい

行事とぶつからない限り。そうすると、あそこはちゃんと面倒を見てくれるところだと言ってがばっと

重なって一挙に１０人来られたらもう受けられないって。「申し訳ない。順番でいくと、お宅、すみま

せん、もう受けられないんです」って言ったら、「おまえは何を言うんや。うちの子の育ちを無視する

んか」みたいに怒鳴られる。そういう思いをしながら受けてきてるんですよね。 

 その努力をすればするほど、子供たちが成長するのは分かってるけれども、受け入れするための周り

のスタッフの人数であったりとか経験というのがすごく大事ですし、新しい子供たちがいっぱい来ま

す。同じ障害を持ってる子だけが来るわけではないですからね。いろんな子供たちが来るから、また新

しい経験を積み重ねていくときの相談相手というか、話し相手になってくれるような施設があればいい

なと思うのは正直なところですよね。経験だけで子供たちに積み上げていくという失礼なことがないよ

うにしたいと思いますから、発達相談にもついて行ってますし。そういうふうなことをしようとする

と、担任が抜ける時間、そこを補う人が当然要るわけですよ。そういうふうなスタッフの人員配置がど

れだけできるのかっていうことになってくると、先ほど言ったように、かなり求人的には難しい面がい

っぱいあるっていう。 
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○事務局  この間ですね、本市平成２９年、幼児教育・保育の無償化が始まった中で、その当時は非

常に待機児童数が平成２９年、４８人、平成３０年、４８人と出てまいりましたけれども、平成３１年

以降はゼロで推移してございました。 

 令和５年４月に３３人ということで、待機児童、久々に出た中でですね、やはり本市のほうも待機児

童と合わせて未利用児童数が３５４人ということで出ておりました。隠れ待機児童数って言われる部分

でございますけれども、この辺りもしっかり解消をしていくという中で、その当時小規模５園と、それ

から令和７年４月から新設の保育所３園、また外島認定こども園の利用定員の増を図っていくという形

で打ち出させていただいたところでございます。 

 今現にですね、この前の令和７年４月の一斉入所にて申込み数が対前年度比１３９名、１０．６％の

増という、速報値でございますけれども出ているところでございます。先ほど来、邨橋委員、津嶋委員

がおっしゃっておられましたように、大阪市近隣市のほうでも、いわゆる幼児・教育・保育の完全無償

化という部分の検討に具体的に入っておられるというところでございますので、そういう部分で都市間

競争が出て、また保育士の競争、また乳幼児がどんどん減っていくという形の競争がちょっと入ってく

るというところでございます。その辺り我々としても重々認識してる中でですね、要するに児童数減っ

ていくという中で、本市としては、いわゆるこの前の保育所３園を新設したという部分での増ではなく

ですね、今回公立を民間移管するという従前の令和６年２月の方針もございますので、その中でいかに

メリットを公立園を民間移管することに伴ってメリットを生み出せるかという中で、この利用定員の増

という部分で柔軟に対応するというような形で、今回将来的にはここ計画出てますように、児童確保方

策が必要というところで出てございます。我々としても、この間待機児童、また未利用児童数の増など

に応じて適宜その都度都度ですね、対応を図ってきたところでございます。つきましては、今回も同様

な形で民間移管するということに伴って、確保方策も合わせて図ってきたというような形で御提案させ

ていただいているというところでございます。 

 つきましては、すみません。こちら１３８ページにありますように、やはり人の問題が非常に、保育

士してございますので、子供さんの発達を保障するという意味では、人の部分が非常に重要なまいりま

す。 

 ①はいわゆる障害児保育の補助基準額を一つ拡充していきたい。そして②につきましては、さらなる

保育士の確保方策の充実、③が保育士等への研修の充実、④は保育士等への巡回支援の充実などという

ことで、いわゆる人の部分にフォーカスしましてですね、より手厚く民間移管に伴って生じた財源など

も活用しつつ図っていきたいという部分で、しっかりとその部分を担保しつつですね、今回にじいろ認

定こども園を民間移管していきたいというところでございます。いわゆる今ある課題という部分はしっ

かりと踏まえた中で対応していきたいというふうに考えてございます。 

○久保田委員  議論は尽きないところではありますけど、３時間程度ということであと５分ぐらいに

なってしまって。 

 そのような、結局何か増やして保育の質が落ちてしまうっていうのがね、それ一番、長期的に持続可

能な形で保育の質を維持しながら、もっと言えばこれね、本当はもうこういうので転入増になれば一番

これはいいわけですけどね。なかなかそれは難しいかと思うんですけど、少なくとも保育の質を犠牲に

する形で量を増やすっていう政策は、それはちょっとまずいと思うので、今出た問題っていうのをいろ

いろ本当に踏まえていただいて考えていただかなければなというふうに思っております。 

 ちょっともう時間のあれで、本当に申し訳ないんですけど。ちょっと第六章の議論はこれでちょっと

よろしいでしょうか。 

 それでは、最後に、事務局のほうから事務連絡があるとこのことですので、事務局から説明をお願い

します。 
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○事務局  それでは、事務局より事務連絡といたしまして、次回以降の日程と今後の内容について、

御説明させていただきます。 

 まず、次回以降の日程につきましては、事務局より日程調整メールにてお知らせさせていただいてお

りますとおり、次回第４３回を１２月３日火曜日の１０時から、次々回の第４４回を１２月１７日火曜

日の１０時からで調整させていただいております。 

 後日、正式に通知文等を送付する予定としておりますので、御確認よろしくお願いいたします。 

 また、審議の内容といたしましては、次回第４３回には、こども計画の残りのパートについて、次々

回の第４４回には、その計画の最終案を審議し、子ども子育て会議としての答申を提出する予定として

おります。 

 なお、現在の予定でございますので、内容の進捗によっては変更となる可能性もございますので、御

了承ください。 

 また、本日の内容にて何か御質問等がございましたら、後日でも構いませんので、メールにてお送り

いただければ、事務局として調整させていただき回答させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 事務局からの連絡は、以上でございます。 

○久保田委員  どうもありがとうございました。 

 ということで、本日は本当に３時間という中で、それでも議論が尽きないところではありますが、委

員の皆様にはお忙しい中、会議に御参加いただき、また貴重な御意見を頂戴し、誠にありがとうござい

ました。 

 これで本日の案件は全て終了しました。 

 本日の会議録署名委員は、森委員と永井委員にお願いします。 

 それでは、会議はこれにて閉会いたします。皆様、長時間にわたりお疲れさまでした。 
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